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１．議事日程（令和３年第４回北広島町議会定例会）

令和３年１２月１６日

午 前 １ ０ 時 開 会

於 議 場

一般質問

≪参考≫

２．出席議員は次のとおりである。

３．欠席議員は次のとおりである。

４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名

日程第１ 議案第110号 財産の取得について（北広島町小中学校大型テレビ等）

日程第２ 一般質問

美 濃 孝 二 ①鳥獣被害対策専門員の配置を

②旧千代田スポーツパークのり面復旧工事は町の責任なのか

佐々木 正 之

山 形 しのぶ

町民の暮らしの現状と課題について

中学校部活動に対しての考えを問う

伊 藤 立 真

敷 本 弘 美

①豪雨災害の検証と災害対策・対応について

②被爆者健康手帳の申請手続について

①「生理の貧困」困窮者に継続して寄り添う支援を

②フードバンクと連携した子ども食堂の開設を

１番 亀 岡 純 一 ２番 伊 藤 立 真 ３番 敷 本 弘 美

４番 中 村 忍 ５番 佐々木 正 之 ６番 山 形 しのぶ

７番 美 濃 孝 二 ８番 梅 尾 泰 文 ９番 伊 藤 淳

１０番 服 部 泰 征 １１番 宮 本 裕 之 １２番 湊 俊 文

な し

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 畑 田 正 法 教 育 長 池 田 庄 策

芸北支所長 槇 原 ナギサ 大朝支所長 小 椿 治 之 豊平支所長 細 川 敏 樹

危機管理課長 野 上 正 宏 総 務 課 長 川 手 秀 則 財政政策課長 植 田 優 香

管 財 課 長 高 下 雅 史 まちづくり推進課長 沼 田 真 路 税 務 課 長 矢 部 芳 彦

町 民 課 長 大 畑 紹 子 福 祉 課 長 芥 川 智 成 保 健 課 長 迫 井 一 深
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５．職務のため議場に出席した事務局職員

議会事務局長 三 宅 克 江 議会事務局 小 川 友里江

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午 前 １０時 ００分 開 議

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（湊俊文） おはようございます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、議場

内においても原則マスクを着用することとしております。マスクをしたままで議事進行させて

いただきます。質問並びに答弁を行う際もマスクをしたままで結構ですので、はっきりと発言

するように努めてください。皆様のご理解とご協力をお願いをいたします。ただいまの出席議

員は１２名です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。本日の議事

日程は、お手元に配付したとおりです。ここで財政政策課より発言の申出がありますので、こ

れを許します。財政政策課長。

○財政政策課長（植田優香） 財政政策課から、１２月８日の本会議において説明に誤りがありま

したので、訂正をさせていただきます。議案第１００号、北広島町一般会計補正予算第８号に

つきまして、令和３年度１２月補正予算の概要及び主要施策に基づき説明をいたしましたが、

ふるさと寄附に伴う受領書発送委託料を誤って１０３０万円と申し上げました。正しくは１０

０３万円ですので、訂正をさせていただきます。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１ 議案第１１０号 財産の取得について

○議長（湊俊文） 日程第１、議案第１１０号、財産の取得についてを議題といたします。本案に

ついて提案理由の説明を求めます。箕野町長。

○町長（箕野博司） それでは、議案第１１０号につきまして概要を説明します。追加議案集の１

ページをお願いします。議案第１１０号、財産の取得について説明します。本案は、北広島町

内の小中学校に大型テレビ等を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例第３条の規定により、町議会の議決を求めるものです。詳細につ

きましては担当から説明します。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

農 林 課 長 宮 地 弥 樹 商工観光課長 中 川 克 也 建 設 課 長 竹 下 秀 樹

上下水道課長 寺 川 浩 郎 消 防 長 日 田 靖 成 学校教育課長 植 田 伸 二

生涯学習課長 西 村 豊 会計管理者 細 居 治
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○学校教育課長（植田伸二） 議案第１１０号、財産の取得について、学校教育課からご説明いた

します。追加議案集の１ページをお願いします。１、物件名、北広島町小中学校大型テレビ等。

２、納入場所、北広島町内小中学校１２校。３、買入価格８９５万６２３円。うち取引にかか

る消費税及び地方消費税の額８１万３６９３円。４、契約の相手方、広島県広島市中区国泰寺

２－５－１１、ＮＥＣフィールディング株式会社広島支店、支店長新田英樹。５、納入期限、

令和４年３月３０日です。提案理由ですが、令和３年１１月３０日に指名競争入札の告示、１

２月１５日に開札を行い、４社の応札がありました。１２月１６日に仮契約を予定しています。

取得物品は、町内公立小中学校１２校で使用する６５型大型ディスプレー及びキャリースタン

ド各５０台です。使用目的と内容ですが、GIGAスクール構想の推進に向け、コロナ臨時交付金

を財源とし、現在、小中学校で不足している授業で使用する大型ディスプレーを今年度末まで

に整備をするものです。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（湊俊文） これをもって提案理由の説明を終わります。本案については、後日審議、採決

を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第２ 一般質問

○議長（湊俊文） 日程第２、一般質問を行います。質問時間は３０分以内とします。また、質問

及び答弁においては簡潔に行っていただくようお願いをしておきます。質問の通告を受けてお

りますので、登壇してマイクを正面に向けて一般質問を行ってください。７番、美濃議員の発

言を許します。

○７番（美濃孝二） ７番、美濃孝二です。今回の一般質問では、鳥獣被害対策とＪＵ土地問題に

ついて、２点伺います。まず、鳥獣被害対策専門員の配置についてお伺いします。日本共産党

北広島支部が今年取り組んだ町民アンケートで、困っていることは何かとの問いに、鳥獣被害

と回答した方が約４割と一番多く、いかに多くの町民が困っているか改めて明らかとなりまし

た。寄せられた意見を紹介すると、イノシシやシカがどんどん増え、困っている。早く捕って

ほしい。畑の作物がイノシシに全部取られ、野菜づくりへの興味が失われる。人間が檻の中で

生活している時代になったのでしょうか。特に猿は、自力では対応が困難、狩猟免許所持者が

高齢化しているが、若い人が免許取得しないなど、鳥獣被害が北広島町全域で深刻な事態とな

っていることが分かります。そこで、まず北広島町の鳥獣被害の実態と、どのような対策を取

っているか、伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 北広島町の鳥獣被害の実態と、どのような対策を取っているかの質問で

ございますけども、鳥獣被害につきましては、水稲被害を中心に全町域で被害が出ております。

また、イノシシによります農地の法面の掘起こしの被害の増、あるいは、シカの生育地域につ

いても拡大している状況でございます。対策につきましては、被害防御を呼びかけるとともに

捕獲の強化に努めているところでございます。捕獲数は、年々増加しているものの被害の減少

につきましては見られないといった現状でもございます。また併せまして、環境整備として里

山整備の推進もしているところでございます。以上です。
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○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 被害は多いと、大きいと。対策を取っているが、被害が減らないということ

ですが、なぜ増えるばかりで一向に減らないのか、ご意見がありましたら、伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 捕獲数につきましては、昨年度でいいますと、イノシシにつきましては

約１０００頭、シカにつきましても約５００頭捕っている状況でございますけども、そういっ

た状況でもなかなか頭数が減らないという状況でございます。しかしながら、町といたしまし

ては、やはり環境整備、それから電気柵等によります被害防止、それから捕獲の３点のところ

を重点に取り組んでいきまして、被害対策を今後とも進めていく中で、そういった被害防止に

努めていきたいというふうには考えております。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 農林課のほうでは努力されているようですが、実際には減らないんですね。

どうするか、大きな課題ですが、一つ紹介します。環境省のホームページに、都道府県におけ

る専門的職員の配置とのタイトルがあります。そこでは、科学的、計画的な鳥獣の保護及び管

理を効果的に推進するためには、専門的な知見を有する職員が都道府県等の行政機関に配置さ

れることが重要であり、都道府県ごとの専門的職員の配置状況について把握し、毎年公表して

いるとのことで、今年４月１日現在、専門的知見を有する職員を配置している都道府県は３５

で、平均４．７人となっています。専門的な知見を有する職員とはどのような人か。それは環

境省や農水省の登録者や研修修了者で、鳥獣行政の３年以上の実務経験者、また大学などで鳥

獣保護管理に関する学位を有する者や、専門的知見を有すると都道府県知事が認める者と定義

は明確です。３５道府県の中で、一番多いのは、北海道の１７人ですが、２番目に多いのが、

お隣の島根県で、１６人です。島根県の鳥獣専門指導員の役割と成果によると、１９市町村に

おいて専門職を配置している自治体が少なく、ほとんどは事務職を配置している。鳥獣行政に

おける市町村の役割が大きくなっていることから、県の鳥獣専門指導員による積極的な技術指

導などを行っている。これにより、市町村における鳥獣被害対策の体制ができつつあるとして、

県職員の定期人事異動では、約３年ごとに担当者が異動するため、非常勤嘱託職員として採用

に至ったと経過が述べられています。そして、各地域に配置することでどうなったか。例えば、

ツキノワグマに対しては、被害、出没が発生すれば、直ちに現場に駆けつけ、住民の不安を少

しでも払拭することで、保護管理のバランスを取ることにつながっていると大きな成果を上げ

ているそうです。では、広島県はどうでしょうか。広島県は、専門的職員のいない１２県の１

つです。そのため私は、県内の共産党議員団で毎年行っている県への要望活動の際、昨年、今

年と続けて専門的職員を確保し、市町に配置するよう要望してきました。これに対して、県農

林水産局農業技術課は、次のように回答しました。まず現状について、鳥獣被害額の多い県内

市町では、専任担当者や専任嘱託員の配置が進んでいるとの認識であります。そこで伺います。

北広島町では、専任担当者や専任嘱託員の配置は進んでいるのか、伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 鳥獣被害対策につきましては、農林課の林業振興係や各支所の産業建設

係の担当者が事務職兼務で対応に当たっている現状でありまして、専任の担当者や嘱託員は配

置しておりません。担当者は、被害相談を受けまして、現地調査や捕獲の要請を行うといった

状況でございます。
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○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 県は配置が進んでいるという認識にもかかわらず、被害額が多いといわれる

北広島町では配置ができていないというのが実態です。なぜ配置できないのか。２、３年で異

動し、ノウハウがリセットされることはないのか伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 配置につきましては、限られた職員数でありますので、現在は、各支所

の協力を得ながら、現行体制のほうで取組を進めている状況でございます。ノウハウにつきま

しては、やはり定期的な人事異動をとりまして、その都度新たな人材といいますか、そういっ

たノウハウを育成していかなければならないといったような課題はありますけども、十分な引

継ぎ、あるいは県の協力を得ながら、そういった知識の習得等にも努めて対応している状況で

ございます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 今、説明がありましたけれども、努力はしているんだけれども、なかなか配

置できないというのが実情で、事務的職員が兼務するという事態になっている。じゃあ県は、

今後の対応方針としてどうするか。要望に対する回答は、次のようです。集落ごとの被害程度

や対策の状況を把握する集落等実態調査を通じて、課題のある集落や成功事例等を抽出し、市

町村へ成功事例を波及させることを目指すとし、農作物の被害、鳥獣被害を減らすためには、

環境改善、侵入防止、加害個体の捕獲を総合的に取り組むことが重要、そして市町の作成する

鳥獣被害対策プログラムに対して、作っているところに対して市町担当者の養成、集落リーダ

ーの養成、モデル集落等での活動、新技術の導入実証に関わる研修会の開催や講師派遣等の支

援を行うとしています。そこで伺います。北広島町の令和３年度鳥獣被害対策プログラムの内

容を説明してください。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 令和３年度の鳥獣被害対策プログラムの内容についてでございますけど

も、鳥獣被害の現状を受けまして、わなによる捕獲の取組と防護柵の設置の推進と支援を取組

方針として取り組んでおります。具体的には集落リーダーを養成するため、学び塾での捕獲の

担い手育成や捕獲技術を習得するための研修会の開催、それから猿被害に対する取組といたし

まして、被害多発地区での講習会の実施など掲げて取り組んでおります。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 今、説明がありました。私もいただきました。これ令和３年度のプログラム、

Ａ４、１枚の今説明があったことの内容しか書いてありません。令和２年度もほぼ同様です。

例えばこの令和３年度のプログラムの中に、川戸集落への猿被害に対し、県の猿対策専門講師

の派遣を要請をされておられます。実際に支援があったのか、また効果は上がっているのか、

伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 猿の対策といたしまして、１１月に猿の被害対策としまして、集落全体

の幅広い集落点検の開催を行いまして、参加者につきましては２１名の状況でございます。こ

の取組に対しまして、講師の派遣、資料等の提出につきましては、県の支援等行いながら実施

をしたところでございます。効果につきましては、地域の中での意識の熟成が行っていると思

いますので、今後ともフォローアップを通じながら、そういった取組を進めていきたいという
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ふうに思っております。やはり猿につきましては、その都度の対策等が必要でございますので、

今回の研修だけに終わらずに、引き続き地域の中での取組も農林課、あるいは県も一緒になっ

て取り組んでいきたいというふうには思っております。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 集落の皆さんも頑張っている。しかし、これだけでは足りないので、その都

度またやるということですけれども、解決をしているという話がありませんでした。川戸には

猿が暗躍しているようであります。それで、県は鳥獣対策をするための集落等実態調査、これ

が前提ですよということで、プログラムを作るときにもそのことが記されています。そういう

指導しているんですが、北広島町は集落等実態調査は行っているのか、伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 集落実態調査につきましては、令和元年度より実施されております。北

広島町でも令和元年度に実施しておりますけども、令和３年度につきましては、町内で１０か

所、１０集落を選定いたしまして、アンケート等を実施しているところでございます。以上で

す。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） １０集落、集落というのは幾つぐらいあるのか、かなり、数百あるんじゃな

いかと。なぜ、この１０集落なのか伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） １０集落の内訳としましては、千代田地域３集落、豊平地域３集落、芸

北地域２集落、大朝地域を２集落選定して行っております。選定の理由としましては、特に被

害が大きいといった集落等選定いたしまして、そういった中で実態調査、それから、その後の

対策につなげていくということで、そういった１０集落を選定して取り組んでいるところでご

ざいます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） １０集落ありましたが、被害は１０集落に限らない。先ほどアンケートの結

果を説明しましたように、多くのところで被害を受けている。そこそこで違うんですね。なぜ、

全体の集落についてどうなのかと、どういう対策取っているのかというのを調査しないのか、

伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 集落実態調査につきましては、県の要領等に基づいて行っております。

町内で特に重点的に被害があっているとこ、あるいは重点的に対応していくところを選定して

取り組んでほしいということがありましたので、そういった中で１０集落を選定しているとこ

ろでございます。その他の地域につきましては、今のところ集落実態調査には取り組んでいな

いというふうな状況でございます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） まず、全てがどうかというのを調べてからのほうがいいと思います。それで、

環境省がこれほど強調して、各県で効果を上げている専門員の配置を繰り返し、先ほど紹介し

たように要望しているんですけども、県は配置しようとしません。そのため有効な対策が打て

ないまま鳥獣被害が広がり、農業を諦めざるを得ない農家さえ出ているのが実態であります。

そこで、町独自に専門員を確保し、専門職員と集落との連携による取組で、大きな成果を上げ、
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平成２７年度農水省の農村振興局長賞を受けた福島県猪苗代町の取組を紹介します。皆さんの

机にお配りしている資料をご覧ください。猪苗代町では、取組を始めたきっかけというのは、

農作物の被害が拡大しているものの、猿対策は何をすればいいのか分からない、北広島町も同

じですね。クマは幾ら捕獲しても被害が減らない、芸北からもたくさん聞きます。など、農家

や役場職員からは、半ば諦めの声が出ていたからだそうです。そのため平成２２年度から集落

ぐるみの対策を支援する専門員２人を配置しました。そこで、まず、北広島町の場合はどうか、

伺います。今月、千代田地域の蔵迫、春木、川西一帯に大猿、小猿の群れが出没し、農作物の

被害があったと聞きました。こういう報告は来てるでしょうか。また、どのような対策を取っ

たか伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 猿の報告につきましては、少し詳細まで把握しておりませんけども、そ

ういった報告があったことについては、担当のほうが聞いているというふうに分かっておりま

す。具体的な対策につきましては、現場の確認等行っている状況でございます。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 先ほどありましたように、猿の場合は、なかなか対応難しいわけですね。そ

ういうときに機敏に対応する、詳細は聞いていないと言いましたが、千代田地域の中心地にこ

ういう群れが出没して、川戸のほうですが。すぐに、なぜそこに出没したのかを含めて確認を

するのが農林課の仕事だと思います。猪苗代町の専門員は、生息状況や移動ルートを調査し、

対策を打つことや、専門職員を中心に毎日の巡回と住民からの連絡に即座に対応、ちょっと北

広島町では即座でないようですが、対応するなど、集落ぐるみで取り組む対策への支援を行っ

ているそうです。その結果、農作物の被害が大きく減少し、集落ぐるみによる対策が定着して、

ある集落では、専門職員の支援を受け、住民が主体となって立案した被害対策に基づき、集落

ぐるみの対策が実施されて、イノシシ、ツキノワグマ、ニホンザルによる人身被害や農作物被

害はほとんど見られなくなったとのことです。そして、平成３０年度には、正職員１人、嘱託

員２人、地域おこし協力隊員１人の４人を配置し、大きな成果を上げているとのことです。こ

のような猪苗代町の取組について、町長はどのように思われるか、ご意見をお聞かせください。

○議長（湊俊文） 箕野町長。

○町長（箕野博司） これまでもそうでありますけども、この鳥獣害対策については、集落ぐるみ

で取り組まないと効果が出ないという部分があると思っています。本町でもそういった呼びか

けをしたり、講習会等でもそういう方向で説明をさせていただいているところだと思っており

ます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 集落ぐるみ大事、そうだと思いますけど、継続的じゃないんですよ。そのと

きはやる。県も専門員いないんですからね。事務職なんですよ。県に何回も確認しました。そ

の方が来られてやるのはいいんだけども、そのときだけですね。継続的な取組になっていない。

それで、先ほど、なぜ北広島町で専門員が配置できないのか伺いましたが、福島県は平成２８

年、５９市町村へアンケートを取ったそうです。その結果、県全体の約７２％が専門職員は必

要と答え、専門職員に期待する業務は、被害状況の把握、技術的支援、被害防止計画の立案で

すが、各市町村の担当者では、専門性の高い業務の実施が難しいとのことです。では、なぜ配

置しないのか。その理由は、約８割の市町村が財政的に困難、人材の確保が困難と回答してい
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ます。そこで伺います。北広島町は、これまで県に専門職の配置を要望したことはありますか、

伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 県への専門員の配置につきましては、本年度につきましても県のほうに

要望しているところでございますけども、現在のところにつきましては、配置には至ってない

ところでございます。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 農林課では要望しているようですが、しかし、正式な県との要望事項、体制

の中に内陸協というのがありますが、私が見落としたかどうか確認をしたいんですが、この要

望事項には専門職の配置要請がありませんが、あるんでしょうか。それともなかったのなら、

なぜしないのか、伺います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 広島県の内陸部振興対策協議会及び広島県町村会における令和４年度の

県予算及び施策に関する要望におきまして、その中で、市町と連携した地域ぐるみの取組等推

進していくため、島根県等でも採用されております鳥獣対策専門員の採用、配置による取組及

び人材育成を各地方機関単位での配置等について要望している状況でございます。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） やっと来年度の要望に入ったそうであります。非常に歓迎をいたします。し

かし、私、何回も農林水産局に聞いても、やると言わないんですね。このままでは配置されな

いんじゃないか。そうであるなら、猪苗代町のように北広島町単独ででも専門員を配置し、ま

すます深刻となる鳥獣被害を大きく減少させることが北広島町、議会もそうですが、役割では

ないかというふうに思いますが、どうですか、単独の専門員、町長に伺います。

○議長（湊俊文） 箕野町長。

○町長（箕野博司） 令和４年度からは、県のほうでは、要望等させていただいた中で、市町への

新たな支援体制の実施を検討はされているようであります。具体的には、専門業者を派遣し、

市町の従事者や実施隊員への技術支援を行うもので、取組の強化につながるものと期待をして

いるところであります。県任せということではなくて、町でも何らかの方法で、この鳥獣害対

策充実をしてまいりたいと、今、具体的に検討しているところであります。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） やっとそういう動きが出始めたようですが、鳥獣被害対策専門員を県は配置

しますかね、感触としてはどうですか。先の先の話になったんではもう間に合わないんですよ。

いかがですか。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 各市町からの要望を受けまして、先ほど町長が述べましたように、県に

つきましては、来年度新たな取組等を検討しているところでございます。具体的には市町の担

当者との技術取得を短期間で濃密に行うため、あるいは人材育成等含めまして、それからまた

被害状況を踏まえた対策を、支援を行うため、県から専門業者への支援委託業務を行うことに

よりまして、対策を取っていくようなことを現在では聞いております。まだ詳細につきまして

は、それに対する市町の意見等を聞いている状況でございますので、まだ確定ではございませ

んけども、そういった取組につきまして、現在、各市町に意見聴取をされているところでござ
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います。そういった取組が、もし、また新たに示された場合につきましては、そういった県と

の連携、あるいは各市町で取り組まれている先進地的事例の中にも、先ほど言われましたよう

に、専門員の配置等もありますけども、具体的に専門員の方がどういった業務をされているの

か、どういった方を採用されているのか、そういったところも含めて研究しながら、本町でも

地域ぐるみの対策については非常に重要でございますので、そういった体制をどのように取っ

ていくかにつきまして、研究していきたいというふうに考えております。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 県は専門業者ですね。そういう形は、県と市町連携してやるということ、ち

ょっと様子が見えてこない。やはり継続して、先ほど紹介、何度もなりますが、環境省が言う

ような問題で、やっぱり地域に根ざす専門員が必要だということは思いますが、県が取り組ん

でやればいいんですが、やれない場合は、さっき研究するとありましたが、町単独ででもやる

ことも考えられますか、お答えください。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 有害鳥獣対策につきましては非常に重要な問題でございますし、先ほど

言いました３つの取組、それを地域でいかに取り組んでいくかが先進事例におきましても、そ

ういったとこで被害防止にもつながっていくところでございますので、まずは、研究等始めな

がらしていきたいと思っております。最終的なものにつきましては、組織等の課題もあります

ので、総務課等も協議必要というふうに考えておりますけども、まずは、県の来年度の取組の

事業の内容の把握、それから各市町の状況、また、町内でそういった人材がおられるのか等も

含めまして、そういったところ研究しながら、今後の対応については考えていく必要があると

いうふうには考えております。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） まだ明確ではありませんが、その方向で、県も町も動き始めたということで

歓迎をします。しかしここでとどまらないで、来年度から、途中ででもいいですけども、配置

が実際できたような状況をつくるということで、必要な手だてを努力して、力を尽くしてほし

いということを要請をし、次の問題に移ります。２番目は、旧千代田スポーツパークの法面復

旧は町の責任なのかについて伺います。さきの９月議会の最終日直前に突然、一般会計補正予

算第７号が追加提案され、その中に、北ホテルの法面崩壊復旧費１１３２万円が含まれていま

した。そのため、私はこの補正予算に対し、この土地のこれまでの経過を示し、次のような理

由で反対しました。それは、第１に、この土地は、旧千代田スポーツパーク、パークホテルの

土地でしたが、１４年前の平成１９年１２月にＪＵ広島県中古自動車販売商工組合から、負担

付寄附として１億５０００万円が寄附され、そのお金で約１８ｈａの土地を北広島町が買収し、

５年間を限度としてＪＵに有償で賃貸借するということ、そして５年後には、ＪＵに無償譲渡

することとなっていました。にもかかわらず、最初の賃貸借契約５年間を過ぎた後も、さらに

８年間、賃貸借契約を繰り返し継続したため、いまだに町の所有地となっていることを指摘し

ました。そのため、今年８月の豪雨により法面が崩壊して、北ホテル敷地に土砂が流出したた

め、その復旧費１１３２万円を町が全額負担することになったとの説明です。しかしこれを認

めれば、北ホテルへの電気設備への被害や休業補償等の数千万円も北広島町が負担することに

なってしまいます。とんでもないことです。平成１９年１２月６日のＪＵとの覚書には、土地

建物等の管理費用はＪＵが負担すると明記されており、管理責任がＪＵにあることは明らかで、
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今回の法面崩壊の復旧の責任は、町ではなくＪＵが負担すべきだということを主張しました。

第２は、ＪＵとの８年間にわたる再三の賃貸借契約は明確な理由もなく、町議会が議決した内

容と異なり、町民の利益に反するとして、私は今回の法面崩壊以前から、直ちに無償譲渡すべ

きと強く求めてきました。これに対し町長は、交渉しているがコロナの影響で難しいと説明を

したのです。しかし、ＪＵが北広島町に支払う毎年の賃貸借料は、固定資産税相当分であり、

無償譲渡しても固定資産税を北広島町に支払うため、負担は変わらず、町長の弁解はとても納

得できるものではないと指摘し、議案に反対をしたのです。今回の一般質問では、あれから３

か月が経過し、この間の経緯や町の考え方を問い、当時の判断が正しかったのかどうか検証す

るものであります。まず、現在の法面復旧工事の進捗状況を伺います。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 現在の復旧工事の進捗状況につきましては、被災時に崩落しました法面

の土砂及び倒木等の撤去を終え、法面復旧工事の詳細設計業務を入札により業者決定したとこ

ろでございます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） まだ１１３２万円は執行されていないんで、これから工事については発注し

ていくということで、応急処理は取りあえずしたということですね。はい、分かりました。

次に、町が復旧に今努力しているわけですが、その根拠、法的根拠について伺います。町は、

国家賠償法第２条、公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたと

きは、国または公共団体は、これを賠償する責に任ずるとありますが、これに基づくものとし

ています。そこで、疑問の第１は、町所有地と言いますが、管理責任が町にあるのかどうかで

す。先ほど紹介しましたように、ＪＵとの覚書では、土地建物等の管理費用はＪＵの負担とあ

ります。そうであるなら、管理責任はＪＵにあると考えるのは普通だと思うんですが、違いま

すか、伺います。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 被災後より顧問弁護士との見解を基に判断をしてきており、所有者とい

たしましては、崩落土砂や倒木の撤去、また復旧工事につきましては、町の責任において実施

しなければならないと考えております。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 町の顧問弁護士は、そう言われたということで、９月議会での説明がありま

した。私も広島市の弁護士事務所に行きまして、弁護士と、この資料全部示して説明聞きまし

たら、そういう話にはすぐになりませんでした。見解が違いました。これはやはり町だけの責

任じゃないということも言われました。それで、この国家賠償法第２条に基づくものであるな

らば、管理責任はＪＵにあったんじゃないかと言うんだけれども、顧問弁護士は、町がやるべ

きだと言うんだけど、管理責任はＪＵにあるということなのかどうか、ちょっと答弁がなかっ

たんで、伺います。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 管理責任につきまして、通常の維持管理につきましては、契約書のほう

でＪＵ広島さんのほうでやっていただくということになっております。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 通常と言われました、通常以外というのはどういうものがあるんですか。
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○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） このたびは想定を超えた豪雨ということもございます。通常の管理では、

とても手に負えない被災であったというふうに考えております。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 先ほど紹介した第２条、国家賠償法第２条には、公の営造物の設置または管

理に瑕疵があった場合ということで、全てをその責にあるというふうには言ってません。通常

は、契約したＪＵですが、日常的に町はこの土地を管理していたのか、所有者として。管理し

ていたのか、伺います。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 先ほども申しましたが、被災後より顧問弁護士等の見解を基に判断して

きておりますので、土地所有者といたしまして、崩落土砂や倒木の撤去、また復旧工事は町の

責任において実施しなければならないと考えております。また、土地の所有者ということで、

今回のような想定を超えた豪雨災害における管理責任は町にあると認識しております。以上で

す。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 弁護士によって見解が違いますが、管理をしていないのに責任がある、所有

者ということですよ。ですから、この弁護士さんが言われることについては異議があるんです

よ。同じ法律家でも、様々な意見があるということを紹介しますが、通常、町は管理をしてい

ない、ＪＵが管理することになっている。にもかかわらず、町の瑕疵はあったんですか。その

辺伺いましょう。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 現在、第三者機関による調査、検証中でありますので、今後、検証結果

を踏まえて、必要な措置を講じてまいりたいと考えております。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 何と疑問が広がってきておりますが、そういう問題なんですよね。掘り下げ

ていくといろんな疑問が生じてくると。それで、管理責任については今言われているわけで、

顧問弁護士のことしか全く言わないですが、じゃあ崩壊した原因は何かについて、今話があり

ました、これについては町が加入している総合賠償保険の保険会社である損保ジャパンが現在

調査をしているとのことです。そこで伺いますが、何を調査しているのか、また調査結果は出

たのか。出ていれば、その説明を求めます。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 現在、第三者機関によりまして、周辺の地形や崩壊断面の土質、また排

水経路等の調査をされているところでございます。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 第三者機関というのは、損保ジャパンの機関ですか、伺います。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 全く別の第三者機関でございます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 全く違いますと、私は聞いてませんので、どういう機関でしょうか。

○議長（湊俊文） 管財課長。
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○管財課長（高下雅史） すみません、現在手元に資料がございませんので、後ほど回答させてい

ただきます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 大事なことなんで、それがないと、私、ちょっと質問が続けられないんです

よ。私、損保ジャパンまでは聞いたけれども、それとは全然別の第三者機関というのは公のも

のなのかどうなのかということがないと、私これ以上質問できないんで、ちょっと休憩を取っ

ていただけますか。

○議長（湊俊文） 暫時休憩します。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １０時 ４９分 休 憩

午前 １０時 ４９分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（湊俊文） 再開します。副町長。

○副町長（畑田正法） 美濃議員のご指摘の調査を行っている機関でございます。この第三者機関

につきましては、損保ジャパンのことでございます。損保ジャパンにおいて町の瑕疵、あるい

は管理の状況であったりというところを調査している段階でありまして、その損保ジャパンが

専門的な知見を要するところにまた依頼をして、ここを調査しているということでありますの

で、その第三者機関というものは損保ジャパンを含めた一体の機関を指したものでございます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 分かりました。そういうふうに説明していただければ、次いったんですけど、

やはり顧問弁護士の見解、疑問があるから、損保ジャパンは第三者機関を設置して、この調査

をしているわけですね。だから、これはまだはっきりとした結論を得ていない、時間もかかる

ようであります。それでちょっと一つだけ、こういうことはないかということなんですが、い

ろいろと調べましたら、法面に水路があると。そこから水があふれたんじゃないかという話も

あります。いろいろと地図を調べましたら、ＪＵは賃貸借中にグラウンドをアスファルト舗装

していますが、上空からの写真で計算を概略しますと約８ｈａ、今１７ｈａになってる土地な

んですが、その８ｈａが駐車場になっています。これになりますと、時間排水量が一気に雨が

降ると増えると。ＪＵは、水路の設計等見直しているのか、それも調査されていると思うんで

すが、これについては町は全く知らないんでしょうか、見解というか、内容を求めます。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 駐車場の舗装につきまして、ＪＵ広島の誘致の際に舗装の工事のほうを

されておりますけども、こちらにつきましては町の設計ではございませんので、そういった排

水の関係につきましては把握しておりません。ただ、敷地内におきましては、全部で４か所の

調整池がございます。それぞれ調整池へ流れ込むような設計で、そちらの造成はされておりま

すので、基本的には、そこの水路へ全て流れ込むということと認識しております。以上です。
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○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） これ以上聞いても回答は出ないと思うので、第三者機関、損保ジャパンの回

答を求めるしかないんですけども、疑問がどんどん広がっているということは間違いありませ

ん。次に賠償について伺います。受電設備や４か月の休業補償に数千万円の損害が出ていると

聞いています。北ホテルから損害賠償請求の話は来ているのか。また額は幾らになるのか、お

答えください。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 広島北ホテルより、崩落土砂により損壊した電源施設や給水設備のほか、

倒木の影響による屋上破損の修繕費などの被害額、また、休業期間中の営業損害に伴う営業損

失について要望書が提出されております。なお、賠償額については、先ほど申しましたとおり、

調査中であり、お答えすることはできません。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 要望は来てるが、調査中と。でもいろんな９月議会の報告やその後の話を聞

いても、１億近いお金がこのままでいくと全責任があるわけです。町が負担せざるを得ない。

これには補助金も過疎債も使えないと思うんですが、財政政策課長、何か補助金等、これ使え

るんですか。

○議長（湊俊文） 財政政策課長。

○財政政策課長（植田優香） 現在、賠償額については調査中というところでありまして、財源に

ついてもどういったもので対応することになるのか、できるのかというところも含めて調査中

でございます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 時間があまりないんで深められないんですけども、９月議会で出された法面

崩壊１１３２万円については町一般財であります。今後どうなるかという点についてはまだ調

査中、すぐに調べなくちゃいけないんじゃないですか、これこそ。それでもって真剣にしっか

り調査してもらうというのが必要なんじゃないかというふうに思うんですが、要請をしておき

ます。管理責任について、先ほど紹介したようなＪＵについて伺います。ＪＵさんは、どのよ

うに考えておられるのか、また、ＪＵとは協議されているのか、伺います。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 被災直後よりＪＵ広島とは随時連絡を取り、調整を図りながら、崩落土

砂や倒木撤去に係る作業協力をいただいておるところでございます。また、これから計画して

おります法面復旧工事や広島北ホテルの早期営業再開に向けてＪＵ広島として協力できるとこ

ろは協力いただける旨の意向を伺っております。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 協力、先ほどからの流れにすると、顧問弁護士に町の責任だと言われている

から、そういう形になって、お願いをするという形になるんですが、賠償責任問題は、これ以

上言っても深められないと思うんで、だけどこれ大きな課題だと思うんです。ここら辺にとど

めておきましょう。それで先ほど紹介した議会議決や契約書のとおり、無償譲渡しているはず

なんですよ、８年前に。それが今も町所有地になっているわけで、その８年前に無償譲渡して

いれば、今回のような事態が起きなかったんじゃないか、ならなかったんじゃないかと思うん

ですが、町長の見解を求めます。
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○議長（湊俊文） 箕野町長。

○町長（箕野博司） ＪＵ広島と協定というか、契約を結んでおるわけでありますけども、これに

ついては、双方合意の下で譲渡する、要するに合意がなければ、賃貸借契約を継続するという

形になっておるわけであります。ということで、これまでも譲渡については協議をし、町とし

ては無償譲渡させてほしいということでお話を、協議をずっと重ねてきておるところでありま

す。これからもしっかり協議をしてまいりたいと思っております。固定資産税相当分を賃貸借

契約で支払ってもらってるから同じだというふうに言われますけれども、実際には、土地につ

いては同じことになるかも分かりませんけども、建物については、賃貸借契約、使ってない建

物が３棟程度あると思うんですけども、これを取り壊す費用、それが向こうにかかってくると

いうことでありまして、そういったところが大きな違いであります。ですが町としては、粘り

強くここは協議を、交渉を重ねていきたいと思っております。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 新たな疑問が生じたんですが、ＪＵは何で合意しないんですか。その理由を

まず、何も言ってなければ、はいそうですかって、継続することに合意することもないと思う

んです。何でしないんですか。はっきり言ってください。

○議長（湊俊文） 箕野町長。

○町長（箕野博司） 今お答えしたとおりであります。そのほかの理由はないと思います。ＪＵさ

んとしては、現在は、特にコロナ禍ということでなかなか台数が、中古台数が出てきてないと

いうことがあるようでありますけども、いずれにしても、長期的に見たとき、建物を取り壊す

費用がかなりかかるというのを承知で、無償譲渡を受けるということはなかなか踏ん切りがつ

かないのであろうと、いやそうですよね。逆に考えてみても、自分がＪＵの立場であっても、

そういうことです。契約では、合意があってはじめて無償譲渡ということで、それまでは賃貸

契約でいくというふうに記載をしてあるということであります。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 取り壊す費用というのも、取り壊す責任がＪＵにあるということも契約書に

も書いてあるんですよ。古い建物を使わないのにね。契約書に全部、具体的な施設名は全部書

いてあります。それの取壊し、管理費用はＪＵが持つと書いてあるんです。だから、無償譲渡

受けたら、すぐに取り壊さなくちゃいけないとは書いてないんです。そこは読まれたんでしょ。

それに基づいて、私は今日質問しているわけです。無償譲渡されたら、すぐに取壊ししなくち

ゃいけないという新たなことが生じるということも契約書に書いてありません。そうではない

んですか、町長読んでないみたいなんで、管財課長。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 無償譲渡を受けた後にすぐに取り壊せということはございません。譲渡

のほう受けると、後にそういった所有物になりますので、最終的にきれいにしてということで、

取壊しがうたってございます。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） そうなんですよ、踏ん切りがつかないから合意しないんじゃないんです。契

約書では、もうはっきりうたってある。ですから、それは今もそうなんですよ、賃貸借受けて

るときも、その管理責任と取壊し責任はあるんです。無償譲渡受けても当然あるんです。それ

が無償譲渡したら、新たに生じるような認識で町長言われましたけど、それは全く違う。それ
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とＪＵが言われることを鵜呑みにされているわけです。私がこれほど言うのはお金が絡むから

ですよ。最後に言いますけど、先ほど無償譲渡、賃貸借契約は進めると、粘り強く取り組むと

言われましたが、いつまでに解消し、無償譲渡にするのか、伺います。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） 本年度も継続してＪＵ広島様とは協議を重ねているところでございます。

今後も早期の無償譲渡に向けて努力をしてまいります。以上です。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 新たな話ありませんでした。最後のほうにします。１４年前にＪＵから１億

５０００万円もの負担付寄附を受け取り、町がＪＵのかわりに土地を購入し、ＪＵの求めに応

じて取付道路や通信環境の整備、あのときは、きたひろネットまだ敷設されてなくて、光ファ

イバーだと思うんですけど、物すごくお金をかけているわけです。これは町の負担でやったん

です。これは会議録にも載っています。そして５年したら無償で譲渡する、これは当時明らか

なんです。しかし、このこと自体不思議で、私は議員でありませんでしたが、私だけでなく、

少なくない町民も理解できていません。その上、明確な理由もなく、先ほどから紹介したよう

に、ずるずると賃貸借契約を継続していることも到底納得できるものではありません。今回の

復旧工事費と北ホテルへの損害賠償額を先ほどの話だと、町は全額負担せざるを得ないような

こと言ってますが、顧問弁護士の話です。それを全額ＪＵに負担してもらうとともに、今年結

んだ３年間の賃貸借契約期間の終了待つことなく、直ちに、今は協議しているということです

が、直ちに無償譲渡すべきと思います。最後に今回の事態と今後について、町民の皆さんが納

得できるよう、町長の責任ある所見を伺います。

○議長（湊俊文） 箕野町長。

○町長（箕野博司） まず、損害賠償の件でありますけども、これは先ほど来ありますように、町

が加入している総合賠償保険、損保ジャパンでありますけども、ここが支払ってくれるものに

ついては、北ホテルのほうにお支払いをさせてもらうということになろうと思います。これが

上限でありまして、税金を使って払うということにはならないというふうに私は思ってまして、

そこから先について、もし北ホテルのほうで不服等があるとすれば、裁判を起こしてもらって

きちっと公平的な第三者、その結論が裁判で出てお支払いをすると。もし過失があるならです

よ。というふうにさせてもらおうというふうに思っております。たちまちは、その保険会社の

支払った金額を支払う上限というふうに考えております。それから、ＪＵとの関係であります

が、先ほども申し上げましたが、契約の中で、両方が合意してはじめて無償譲渡するという形

になっておりまして、町としては無償譲渡させてもらいたいということでありますけども、合

意ができてないということでありますので、合意ができるよう努力をしていくということしか

ないと思っております。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） 損害賠償保険の上限額は幾らですか。管財課長。

○議長（湊俊文） 副町長。

○副町長（畑田正法） 損害賠償の考え方でございます。先ほど町長が申し上げましたように、北

ホテルが被った損害全額について補償するというようなことではなくて、町としましては、加

入している保険の範囲内で対応すると。北ホテルさんのほうにつきましても保険に加入してお

りますので、そこを負担していくというふうな考え方でございます。町が加入している総合賠
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償保険の損害賠償額の上限は２０００万円でございます。

○議長（湊俊文） 美濃議員。

○７番（美濃孝二） １億近いと思われる賠償額じゃないかなと私はいろんな資料で分かるんです

が、ほとんど数千万、町が持つか北ホテルの保険、最後に、これ裁判になりますよ。町のほう

から、ＪＵも含めて訴訟起こさないと解決しないです、今の説明受けても。損保ジャパンの回

答が出ても、全てに納得できるかどうかはまた別です。ですから、そういうことを踏まえて、

慎重に速やかに、町民の財産を守る立場で町は頑張ってほしいというふうに思います。最後に

なります。町長はいつもお金がないと、私たちの要望をなかなか聞いてもらえません。今回の

こと、しっかり受け止めて、企業にもしっかり意見していただき、町民の大切なお金は、町民

のために使ってもらうよう、最後に強く求めて、私の質問を終わります。

○議長（湊俊文） これで美濃議員の質問を終わります。暫時休憩します。１１時１５分までとい

たします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 ０５分 休 憩

午前 １１時 １５分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（湊俊文） 再開します。次に、５番、佐々木議員。

○５番（佐々木正之） ５番、佐々木正之です。私は一般質問、先日通告させていただきました。

９月の議会で、町民の暮らしの現状と課題について幾つか質問させていただきましたが、今回

は、５つの質問をキーワードとしてご質問をします。まず、北広島町消防団及び消防本部の現

状、課題についてお聞かせを願いたいと思います。まず、消防団のことについてお聞きします。

各消防団にはいろいろ備品がございますが、各分団の設備と備品についての現状はどうでしょ

うか。お伺いします。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 消防団の現状ということですので、危機管理課のほうからお答えい

たします。各分団の設備の現状でございますが、小型動力消防ポンプ付の積載車や消防ポンプ

自動車、防火服、ライフジャケット、組立水槽、ジェットシューター、スコップ、土のう袋な

どがございます。これは車両全部にこれが積載されているというものではございませんが、消

防団の設備としてこういうものがございます。それから団員個人の装備品としましては、ヘル

メット、アポロキャップ、それから、活動服、耐切創手袋、安全靴を貸与しております。

以上でございます。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 今、備品についてご説明をいただきましたが、特に私がここに通ってくる

ところに分団が幾つかありますけど、千代田地域については、分団所が小さいというようなこ

とも前回町長がお示しになったことがあります。それで、そういう設備がその屯所の中に全て
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格納できているかどうか、私は非常に狭いんじゃないかというふうに思っております。徐々に

千代田地域については施設や設備について新しくとか、検討されるというふうにお聞きしてお

りますけれども、その辺の対策はどのようにされておりますでしょうか。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 議員おっしゃいますとおり、千代田地域につきましては、屯所、こ

ちらございますが、車両が１台入る程度の屯所となっております。現在、消防団の方と、それ

から地域のほうにも説明にまいりますが、環境整備といたしまして、地域の集会所を利用した

り、それができない場合は車庫に詰所、休憩できる場所というものを設置できるような計画を

今しておりますし、地域の方とも話合いを始めているところでございます。以上です。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） できるだけ早く、長期計画の中にも込められておりますので、検討してい

っていただきたいというふうに思っております。それから先ほど、個人的にライト付のヘルメ

ット、これを各個人で持っておられるということをお聞きしましたが、このヘルメットがライ

トがつかないという苦情があります。前回も質問したかと思いますが、これはもう既に配布を

されたのでしょうか。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） ヘルメットについては、全団員へ貸与しております。しかしヘッド

ライトについては、各車両分として配備をしておるところでございますが、団員の安全装備と

して、今年度購入し配備する予定でございます。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） それから３番目に、地域によっては合併前に、今、多分青の制服だと思い

ますけど、非常時に制服を着ていくと時間がかかるということで、地域によっては、はっぴを

羽織って火災現場等々に行く事例がたくさんございます。それの買換えは、前回もお聞きしま

したが、予定がないということでありましたが、今回、地域の消防団の方から、ぜひとも、も

う一回お願いをしてくれということでお聞きをします。買換えは予定はございますでしょうか。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 現在、はっぴの購入については考えておりません。現在貸与してお

ります活動服を使ってもらっております。また、火災現場では消防車へ防火服を数枚ですが、

配備しておりますので、活動服に加え、防火服を着装していただきたいと思っております。

以上です。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 買換えがないということで、今あるものを利用しようということだと思い

ます。次に、消防団員の人数、それから在籍人数、それから年齢等見させていただきました。

一生懸命地域のために活動されて、人数も定数が７２０で、約６９０人ぐらい。条例の定数に

は満たしておりませんが、努力されてると。それから、在籍年数にしては１０年から２５年の

方がたくさんいらっしゃいます。しかしながら、年齢に対しては、４０歳から５５歳というふ

うに少し高齢化をしております。その対策は、行政がやるのか、それとも各地域の消防団員が

やるのか、その辺をお知らせください。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 議員おっしゃいますとおり、若年層の入団が鈍化しており、加入を



- 30 -

していただきたい状況であります。現役団員による勧誘活動も限界があるため、地域ぐるみで

勧誘活動を行っていただきたい状況であります。また、国についても全国的にも団員は減少傾

向でございます。国のほうでも、その対策について現在検討しておりますし、方針も出始めて

いるところでございます。その方針も対応しながら、団員の減少を食い止めるということと、

勧誘活動もこれからも行政、また地域で行っていきたいと考えております。以上です。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 私が若いときには３点セットでございました。地域の消防団に入るか、神

楽団に入るか、そして、当時はスポーツが盛んでありまして、ソフトボールというのが盛んに

行われました。その３点セットで、大方の人は消防団になられた経緯があります。いろいろな

そういう過去のことも踏まえながら、行政のほうでも努力をしていただきたいと思いますが、

どう思われるでしょうか。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 今お話にありましたように、過去こういう３点セットということで、

必ず消防団には入るというような風土でございましたが、現在については社会情勢、また会社

に勤務されているというところもございまして、なかなか消防団の加入というのは難しいとこ

ろはございます。しかしながら、町としましては、広報とか、そういうもの、また団員の方と

も団員の加入についての話も会議の中でもしております。引き続き、町、それから団員の方、

また地域の方、皆さんで団員の方を増やしていくというような活動をしていきたいと思ってお

ります。以上です。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 続いて消防本部の老朽化、建物が狭いと聞いております。庁舎の整備目的

が持続的可能な消防力の確保と充実ということであるとは思いますが、建設計画はどういうふ

うにされておるのか、お聞きしたいと思います。

○議長（湊俊文） 消防長。

○消防長（日田靖成） 消防本部の現状についてでございます。消防本部からお答えいたします。

現在の消防本部庁舎は昭和５５年に建設され、４１年が経過しております。老朽化が著しく、

年々大型化する車両や資器材、また消防本部が設立当初よりも職員が増員しております。車庫

や事務所、仮眠室等が手狭になっているのが現状でございます。現在消防本部庁舎の建て替え

については、地域の実情や社会経済の情勢に応じた消防サービスが提供できるよう、将来的な

消防の在り方も踏まえつつ、令和６年度事業実施に向け、検討しているところでございます。

以上でございます。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 今、ご指摘がありましたように、新しく計画をしているということでござ

いますが、それらの中でいろいろ取り組まれて課題があると思うんです。例えば女性の採用、

これが過去にあって、現在はいらっしゃらないですが、どのような理由というか、いろいろあ

ると思うんですが、そういう設備的なものは考えていらっしゃいますでしょうか。

○議長（湊俊文） 消防長。

○消防長（日田靖成） 将来の計画につきましては、国が令和８年当初で全国目標５％を掲げてお

ります。県内の消防本部で女性消防職員がいないのは２市町、北広島町と大竹市のみでござい

ます。当然女性職員が活躍できる場をつくりたいと思っております。
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○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） ほかにいろいろ新築をなさる場合、これはぜひともやってほしいというの

が消防署本部のほうからございましたら、ここでお聞かせを願いたいと思います。例えば消防

指令システムを１階から２階に上げるとか、今の通路が狭いんでもう少し拡充するとか、その

辺の計画はございませんか。

○議長（湊俊文） 消防長。

○消防長（日田靖成） 通信指令システムについても、洪水被害等なかなか予想しにくいところで

はございますけども、２階に上げる等計画を考えております。以上です。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 今後、新築については議会に提出されると思いますので、議員共々新庁舎

については議論をしていきたいと思っております。次に、防災行動計画についてお聞きをしま

す。現在、各地域に自主防災組織がございますが、これのハザードマップの活用方法がなかな

か現状ではうまくいってないということでありますが、行政のほうとして、どういうふうなお

考えがあるか、お聞きをいたします。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 自主防災組織におけるハザードマップの活用ということでございま

すが、自主防災組織独自でまち歩きを行いまして、土砂災害警戒区域や浸水想定区域以外の危

険箇所をそれに書き込みまして、地域性を反映させたマップづくりをされている例がございま

す。地域における安全な避難ルートの把握にもお役立ていただけておるものでございます。自

主防災組織からもいろいろお問合せがありますが、講習会などで、このハザードマップの作成

については、項目に入れて講習を行っていきたいと思っております。以上です。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 依頼があれば、どしどし実行に移していただきたいと、こういうふうに思

っております。それから自主防災組織による避難の呼びかけの体制、これもなかなか、表面上

はきちっと整理はされているとは思いますが、なかなか実際には動いていない。それからまた、

広島県が出しておりますマイ・タイムラインの普及促進はどのようにされているか、お聞かせ

ください。ここに県からもらったマイ・タイムラインが、私はもらってるんですが、各家庭ま

でいってはいないと思います。どのように検討されているか、それもお聞かせ願いたいと思い

ます。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） まず、自主防災組織による避難の呼びかけ体制の構築についてでご

ざいますが、講習会などで必要性についてお伝えをしております。また、ある自主防災組織で

は、広島県自主防災アドバイザーによる講演やワークショップによる組織の体制づくりも行っ

てまいりました。今後も相談がありましたら、また対応していきたいと思っております。

それから、ひろしまマイ・タイムラインでございます。町内の学校で取り組まれております。

今後も防災講習などで普及を促していきます。また、このひろしまマイ・タイムラインでござ

いますが、広島県のホームページ、こちらのほうで、ひろしまマイ・タイムラインについては

公表されております。また、そちらで作成ができるようになっておりますので、こちらのほう

のご利用についても講習の中でお話をすればというふうに思っております。以上です。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。
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○５番（佐々木正之） 要請があれば、極力努力を重ねていただきたいと思います。私も見させて

いただいたんですが、非常に子供にも分かりやすいように作成されておりまして、ぜひ、町民

皆さんで活用できたらなというふうに思っております。次の質問にいきます。学校のタブレッ

ト利用についてです。タブレット利用についてですが、今は、学校の中だけで利用して、学校

からは持ち出さないというのを前回の議会で回答いただきました。今後、災害とかいろんなこ

とが想定されたときに、長期休暇になった場合、家庭での利用はあるのかないのか、もしあれ

ば、どのようにされるのか、お聞かせを願いというふうに思います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 学校が長期休業を余儀なくされる状況になった場合に備えて、家庭

に持ち帰っての活用がいつでもできるように、現在準備を行っております。以上です。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） そのときはリモート学習もできるということでございますでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） はい、そういったことも考えております。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） これは学校との連携だと思うんですが、校長先生以下はご存じなんでしょ

うか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） はい、学校のほうもそうです。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 家庭でのインターネットの環境整備については、タブレットも利用する保

護者、それからスマートフォンが今かなり普及しておりますので、大体の保護者はできると思

いますが、それへの対応はどのようにされているのか。お示しを聞きたく思います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 議員ご指摘のとおり、いろいろな家庭環境がございます。今年９月

に保護者家庭におけるネットワーク環境調査を行った結果、約２割のご家庭でＷi-Ｆi環境が

ございませんでした。今議会におきまして、ポケットＷi-Ｆi購入の補正予算をお願いしてお

ります。通信費用負担は保護者にお願いし、Ｗi-Ｆi機器については貸出しを行うもので、教

育の格差が生じることがないように、ご家庭での利用における通信環境の整備を図ってまいり

たいというふうに考えております。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 次の質問は、教育の格差が生まれないかというようなことを質問しようと

思ったんですが、できるだけ新しい環境で、１００％の家庭での利用ができるようなことをし

ていっていただきたいと思いますが、いかがですか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 学校、また各ご家庭としっかり連携を図って丁寧な対応を図ってま

いりたいと思っております。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 次は、交通対策についてです。今年大変な異常気象で災害が起きました。

災害時のバスの運行規制の判断の対応をお聞かせください。
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○議長（湊俊文） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 大雨や大雪などの異常気象時におけるバスの運休、運転見合

せ等の運行の安全のための措置は、各バス事業者の運行管理者が判断するものでございます。

バス事業者は、バス運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、資格を持つ運行管理者を

専任しなければならないということが道路運送法第２３条に規定されております。運行管理者

は、天災その他の理由によりバス運行の安全の確保に支障が生ずるおそれのあるときは、バス

の運転手に対する必要な指示、その他運行の安全のための措置を講じなければならないとされ

ております。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） これは言うべきことではないかとは思いますが、前回災害が起きたときに、

あるところで一旦通行止めがありました。バス運送業者は迂回をするということを決めて迂回

をしておりましたが、その復興関係に１か月もかかるというふうな情報が先に出ておりました。

その後、１週間後に、８月の末に私が通ったときに解除になっていたんですよね。そこの道路

が。バス運送業者にたまたま寄ったときに、何らかの話で、その解除になったこと業者が知ら

なかったということで、交通省とか西部の道路運行のところがございます、それと役場の危機

管理、建設課等の連絡がたまたま土曜日であって、その担当者が土曜日で休まれていたという

ことで、なかなか業者のところに連絡がいかなかったというのを後に聞いたわけですが、そう

いうときの非常時の対策をできるだけ早く連絡するというようなことは可能なのでしょうか。

お聞きしたいと思います。初めてのお話かも分かりませんが。

○議長（湊俊文） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 道路管理者と連携を密にしまして、そういった情報が入りま

したら、バス運行事業者に情報提供は迅速に対応させていただきたいというふうに考えており

ます。早朝等の対応につきましても、バス事業担当者のほうで、そういった情報入りましたら、

バス事業者のほうに連絡をするということと、そういう体制をとっているところでございます。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） スピーディーな対応をお願いしたいというふうに思っております。次の質

問にいきます。広島市安佐北区小河内地区から豊平診療所へのデマンドバスを運行してほしい

と、地域の住民が要望されてるとお聞きしました。このことは、町は把握されておりますでし

ょうか。

○議長（湊俊文） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 広島市安佐北区小河内地区からデマンドバスの運行をしてほ

しいという要望が上がっているかと、それを知っているかということでございますけども、そ

ういった情報は把握しておりません。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 情報がないので、これ以上質問しても無理だと思いますので、もう少し調

べて次回の議会にお願いしたいというふうに思っております。今後、バス路線の見直し、病院、

買物等のデマンドバスの利用、具体策、検討されているところがありましたら、お願いしたい

というふうに思います。

○議長（湊俊文） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） バス路線につきましては、平成２９年度に作成されました北
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広島町地域公共交通再編計画に基づき、再編を行っております。加えまして、利用実態に応じ

た路線の再編も行う必要があると考えているところでございます。デマンドバスの利用に関し

ましては、今年度バス事業者と町が連携してホープタクシーのＤＸ化を推進するため、ワーキ

ング会議を開催しております。その会議において、ホームタクシーの予約システム、ＡＩ運行

システム、地域の病院、商業施設との連携の可能性について検討しておるところでございます。

また、令和４年度に広島県が実施する広島型ＭａａＳ推進事業に応募し、県の事業を活用した

利用者の利便性の向上や運行の効率化を図る取組について検討してまいりたいと考えておると

ころでございます。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 今、広島型ＭａａＳというふうにお話が出ましたが、少し詳しくご説明お

願いいたします。

○議長（湊俊文） まちづくり推進課長。

○まちづくり推進課長（沼田真路） 広島型ＭａａＳでございます。モビリティ・アズ・ア・サー

ビスという言葉の略でございますけども、これにつきましては、例えば予約を入れていただい

て、それはＤＸを活用してスマートフォンであるとか、当然対応してない方には電話を利用し

ていただくといったものを利用していただいて、それで最適なルート、予約者がばらばらにい

るわけですけども、それを最適なルートを選択する、料金的には今現在統一料金になってます

けども、そういった運行の効率化をどう図っていくか、そして、そういった商業施設との連携

等も併せて検討できるようなシステムを県が提供しておりますので、それに検証実験等行いな

がら、当町に合った形のシステムを導入したいということで、来年度取りかかりをしていこう

というものでございます。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 快適なシステムにしていただきたいというふうに願っております。

最後に、豊平地域における基幹集会所及び豊平地域づくりセンター、前回もご質問いたしま

したが、進展があればご説明を問うところでございます。

○議長（湊俊文） 管財課長。

○管財課長（高下雅史） １１月１５日に開催されました豊平地域の自治会連合会、行政区長会連

絡会におきまして、集会所の今後の在り方につきまして説明をさせていただいております。ま

ずは出発点として開催しました。具体的にどうしていくかはこれからになります。今後、各集

会所の譲渡等についてご意見を賜ってまいりたいと考えております。また、下石生活改善セン

ターに続きまして、上阿坂活性化センターでも今年度中の譲渡に向けて調整が進められている

ところでございます。以上です。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 豊平地域づくりセンターの回答がございませんでしたが、これはどのよう

になっておりますでしょうか。

○議長（湊俊文） 副町長。

○副町長（畑田正法） 豊平地域づくりセンターでございますけども、これにつきましては、全協

のほうでも少しお話をさせていただきましたし、地元のほうでも話をさせていただいていると

ころであります。地域づくりセンターにつきましては、建築して５０年程度たって、かなり老

朽化が進んで、これを何とかしたいというような思いは以前からありました。そういう流れの
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中で、豊平地域の活動の拠点として、集会所の在り方も含めて、ここを改築、建て直し等考え

ていこうという流れの中で、この建物につきましては、寄附を受けたところでありますので、

寄附者である実践倫理宏正会さんのほうに、これまで長い間お世話になりましたということと、

解体、新しく建て直しを町として考えているというふうなことをお話にまいりました。その中

で、ある程度の支援をしましょうというありがたいお言葉もいただきましたので、それを受け

て、この豊平の地域づくりセンターにつきましては、早い段階で解体、建て直しを今進めてい

こうと思っているところであります。このことにつきましては、先日、地域の集まりの中でお

話させていただきましたし、地域とともに一緒に考えていきましょうということで説明をさせ

ていただきました。また、集会所につきましても、先ほど申し上げましたように、ただ単に、

この地域づくりセンターの建て替えということではなくて、どういう機能を持たすのか、集会

所の在り方も含めて一緒に考えましょうということでお話をさせていただいておりますので、

これから地域とともに考えてまいりたいと思っております。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 豊平地域につきましても、この地域づくりセンターは、振興会でも要望や

意見を取りまとめて行政のほうに出していきたいという話もぽつぽつ出ております。全部が全

部お願いできて、要望が通るとは思いませんけども、できるだけ地域住民が利用しやすいセン

ター、それから基幹集会所につきましても、住民との意見の交流を深めていただいて、無償譲

渡のほうに持っていっていただきたいというふうに思っております。御意見があれば、お願い

したいと思います。

○議長（湊俊文） 副町長。

○副町長（畑田正法） 集会所の在り方でございます。特に豊平地域につきましては、現在１２の

町有の集会所がございます。ほとんどの集会所が老朽化をして修繕等行わないと維持できない

というふうな状況がございます。しかしながら現在の社会情勢、人口減少であったり少子高齢

化、利用状況見たときに、現在のままを維持していくのではなくて、譲渡というお話もさせて

いただいておりますけども、ただ単に譲渡ということではなくて、譲渡後の管理をどうしてい

くのか、解体をどうしていくのか、そういうところも含めて、現在集会所の整備補助金制度も

ございますけども、そこら辺の見直しも図りながら、一番いい形を地域の皆さんとともに考え

てまいりたいと思っております。

○議長（湊俊文） 佐々木議員。

○５番（佐々木正之） 以上で、私の質問を終わります。

○議長（湊俊文） これで佐々木議員の質問を終わります。ここで暫時休憩をとります。午後１時

までといたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午前 １１時 ５５分 休 憩

午後 １時 ００分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～
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○議長（湊俊文） 再開します。午前中に引き続き、一般質問を行います。６番、山形議員の発言

を許します。

○６番（山形しのぶ） ６番、山形しのぶでございます。先に通告いたしました中学校の部活動に

対しての北広島町の考えについて伺います。先日、山県郡内で中学校の新人大会、また吹奏楽

部のコンクールや文化部の作品展示などが行われました。本当でありましたら、新人戦は１０

月に行われるはずでしたが、その中でも緊急事態宣言、またコロナ禍ということもありまして、

延期の対応となりました。各学校との調整が大変難しい中、多くの部活動に対して活動の機会

を与えてもらったことは、コロナ禍で大変大会などが少ない中、子供たちや保護者も喜んだと

思います。この大会ですが、１１月、そして１２月にもこの新人大会が行われました。なかな

か２か月間をかけて大会を調整することというのは大変なことだったと思います。他市町であ

りましては、保護者観戦の制限などもあり、また、見ることができなかったという地域もあっ

たそうです。北広島町としてはコロナ対策を徹底してくださいまして、コロナ禍だから諦める

ではなく、何とか工夫するという気持ちが強く感じられ、大会の開催は、今後の子供たちの学

校生活に対しても前向きな気持ちにつながると考えられます。ご尽力いただきました先生方に

感謝をしています。しかし、コロナ禍だけでなく、今中学校の部活動に対して活動することが

難しい状況があるのではないでしょうか。現在は、１週間のうち２日間は部活動を休みとして、

子供たちを休ませること、また基本的に朝練習は禁止、本気で自分が取り組みたいスポーツや

芸術に熱中することができないという状況があります。小学校からスポーツに取り組んでいる

子供たちは、例えば土曜日、日曜日、祝日の練習は、朝から夕方まで一日中行っているという

状況です。その後、そのまま中学校に進学をして部活動に入部をしたら、今は平日は２時間、

休日は３時間という時間も決められている状況です。そのため多くのスポーツ競技で、中学校

の部活動には入部をせず、クラブチームやスポーツ少年団で活動している子供たちが年々多く

なっているように感じています。クラブチームで活動ができているからこそ、高等学校に進学

しても自分が熱中するスポーツを続けることができ、そして続けることが人生において進路を

決めるポイントの一つになっている人も多くいます。クラブチームやスポーツ少年団の熱心な

取組により、北広島町のスポーツも支えられている面も多々あります。しかし、全ての子供た

ちがクラブチームで活動できるわけではありません。日本経済新聞によりますと、スポーツ庁

は令和３年１０月、学校の部活動地域移行を検討する有識者の会議、この初会合を開いたとあ

りました。ここには、２０２２年夏頃には、受皿となる団体や指導者の確保、そして費用負担

についての制限を求めるというのがあります。これはどういうことかといいますと、部活動を

学校だけではなく、地域、また団体、指導者に任せていく部分を多くしているというものです。

ホームページで、２０２３年部活動と検索しますと、たくさんの記事が出ています。部活動の

今後について、改革は避けられない状況となっています。だからこそ今のうちに考えておかな

いといけないことは、部活動は習い事になってしまうと、全ての子供たちに運動や芸術に関わ

る活動の機会を与えることが難しくなるということです。保護者の理解もあり、続けていける

経済力があるからこそ取り組むことができる活動というふうにはなってほしくないと思ってい

ます。スポーツ庁のホームページには、いろいろ意見がありましたが、迅速に進めることを進

め過ぎると子供たちがスポーツをする機会というのが減っていくのではないかと思っています。

少し費用面について調べてみました。一般的なクラブチームに入る場合の初期費用です。ユニ
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ホーム代、またバッグ代など初期費用が大体８万円かかります。その後、防寒着などを入れま

すと、これが約５万円、そして遠征費です。遠征費は、安いところで日帰り１日３０００円、

１泊になりますと１万５０００円。そして合宿という形で組みますと、これが３万円になりま

すと、例えば夏休みの活動をこれだけやるとしたら、約１５万円ぐらいかかってくるというこ

ともあります。活動費は、クラブチームは、月に安いところから７０００円、高いところから

１万円の活動費が月にかかります。また、クラブチームに入会をする入会費、この入会費も５

０００円かかります。月々にかかる１万円プラス、それから場所の使用料ということで、１人

１０００円かかる場面もあります。そう考えますと、本当にすごい金額がこれだけかかってい

るという状況になります。これは、誰もが活動できるということが難しい状況になるのではな

いでしょうか。誰もが活動でき、そして誰もが目標に向かって取り組み、そして、この頑張り

切ったことによりまして、人生において大切な経験として部活動の時間を思い出として残して

ほしいと思います。そのことを思いまして、以下について質問をいたします。中学校の部活動

を通じて、北広島町が考える生徒たちに培ってもらいたい力、こういった力をつけてもらいた

いということは、どのように考えていらっしゃいますでしょうか、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 中学校の部活動では、生徒がスポーツや文化等に親しみ、その活動

を通して、互いに教え合い、励まし合うことで、学習意欲の向上や自主性、協調性、責任感、

連帯感の涵養等良好な人間関係を形成する力の育成に取り組んでいます。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 今、課長から答弁がありました。そういった力をつけてもらいたいという

のは多々あると思います。スポーツ庁の運動部活動改革にもそのようなことがありました。ま

さに学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、そして連帯感をつけてほしい。そして多様な学び

場という場所によりまして、活躍の場を持ってほしいという教育的目標が書かれております。

今現在の北広島町の各中学校の部活動は、そういった力をつけることができる活動になってい

るというふうに考えておりますでしょうか、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） そうなっているものと考えています。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 全ての部活動がそうなっていると考えていらっしゃいますか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） はい、そう認識しています。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 例えば、認識していらっしゃるということで、先生方はそのような認識を

持っていらっしゃいますでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 先生は現場で一生懸命されておられまして、その評価といったもの

を先生ご自身がされるのは非常に厳しいものがあるかと思うんですけれども、学校からの報告

を受けているところでは、こちらはそういう受け止め方をしております。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） それでは続いての質問にもありますように、できているというふうに思っ
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ていらっしゃる。これはできているというのは先生方の声、また、学校現場からの報告により

できているというふうに教育委員会が受け止めているということでよろしいでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） はい、そのとおりです。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） それでは、できているという要因、何かありますでしょうか、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 中学校の教職員が生徒一人一人の個性や成長を大切に教職員間はも

とより、生徒や保護者、関係者等とのコミュニケーションを図りながら、部活動の運営に当た

っていることであると考えています。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 今の答弁の中で、コミュニケーションという言葉がありました。続いての

質問にもありますように、この要因に対して取り組んでいることは何か具体的なもの、コミュ

ニケーション取っているというものがありましたが、それ以外に具体的なものとして何かあり

ましたら、答弁願います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 教育委員会として、平成２５年に文部科学省から示された国の指導

ガイドライン、また、これに基づいて運動部活動の方針、文化部活動の方針を本町で定めまし

た。その中で、体制整備や指導方針などを示すとともに、各学校長は毎年度、各校の実情に応

じた活動方針と活動計画を策定しまして公表を行っています。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 私の認識不足で申し訳ないんですが、公表されているというのがありまし

たが、この公表はホームページなどでされていらっしゃいますでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） ２校のほうでホームページに公表してます。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） その２校、伺ってもいいですか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 千代田中学校と芸北中学校です。ほかの中学校につきましても、保

護者等への通信とか、そういったところでは、各それぞれの部で行っているというふうに聞い

てます。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 確認をいたしました。部活動の顧問になるということは、先生方の担任だ

ったり、それぞれ学校の中の役割だったり、たくさんのお仕事がある中で、部活動の顧問にも

なっていらっしゃいます。各学校の教員の先生方、希望の部活動の顧問になることというのは

できていますでしょうか、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 各校に設置しております部活動の種類や在籍する教職員、生徒実態

等を総合的に判断しながら、部活動の顧問を決定しております。そのため、必ずしも希望する

部活の顧問にはなれていないということはございます。
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○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 実態に応じてということがありました。先生方に人事関係などでアンケー

トなどで希望の部活動とか、そういったことというのは、アンケートで聞くことというのはさ

れていらっしゃいますでしょうか、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） アンケートを取られているということは伺っておりません。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） アンケートにはないということでしたら、管理職との面談などでそういっ

たことを確認しているという認識でよろしいですか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 各中学校の管理職を中心に決められているものというふうに思って

おります。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） そうなりましたら、やはり希望の部活動の顧問になることができない、自

分が経験したことがない部活動の顧問になるということも多々あるとは思いますし、また、自

分が経験された部活動がその学校にないということも、いろいろあるのではないかと思ってい

ます。そうなりますと、例えばなんですが、次の質問にもありますように、教員が、今サッカ

ー部が千代田中学校にはサッカー部がありますが、ほかの学校ではサッカー部がない学校もあ

ります。そうなりましたら、サッカーの経験者が、例として千代田中学校に教員がいない、そ

うなりましたら、ほかの例えば大朝中学校の先生が部活動、千代田中学校に来てサッカーを教

えるということができますでしょうか、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 教職員が所属校を離れて他校の部活の顧問になるといったことはで

きません。合同チームを編成した場合であるとか、合同練習、練習試合の際に他校生徒も含め

た指導を行うケースはございます。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） それでは、他校ではできないということですので、ちょっと細かい質問に

はなるんですが、例えば学校の先生の中で、スポ少として、部活動の時間ではなく、スポ少と

して教えていらっしゃる時間というのがあると思います。特定の部活でありますと、今、朝練

習が禁止ではありますが、スポ少という形で朝練習をしていますというふうに担当されていら

っしゃる先生もいると思いますが、そういった形で、他校の先生が指導するということは可能

でしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） そこはされているものと思います。禁止ではないです。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 今から本当に部活、少子化も進んでいきまして、だんだん団体スポーツと

いうのをするのが難しくなってくる状況があると思います。先ほど課長から答弁にもありまし

たように、他校との合同チームをつくることによって指導することが可能というのがありまし

たが、スポーツ庁が出しております中で、生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備という

のを今後行っていくというのがございます。競技志向ではなく、レクリエーション志向で行う
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活動や複数校の生徒が拠点校の運動部に活動を参加する合同部活動、これを推進するためにも、

部活動の受皿となる地域スポーツ環境の整備に取り組んでいくということがありますように、

今から、今後はもしかすると他校の先生が合同という形で部活動指導していくということも出

てくるのではないかというふうに推測をしております。そこは推測の段階ですので、特に答弁

をいただかなくても大丈夫です。今後、部活動の在り方というのもかなり変わってくると思う

んですが、そうなってくると、やはり北広島町全部として、全教職員が部活動の取組に対して、

最初に課長から答弁がありましたように、部活動を通じて子供たちに培ってもらいたい力、こ

ういったものを理解していらっしゃらないと難しいと思います。そういった理解というのを皆

さん、全教職員がされていらっしゃいますでしょうか、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 理解されているものと考えています。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 最初に、質問の通告の際に話をした新人戦の場面にしましても、本当は新

人戦、中止なら中止でいいという考えもゼロではなかったと思うんです。でも何とか子供たち

に大会の場をつくろうということで、１２月になってまでも新人戦という形でご尽力いただい

た先生方というのは、本当にすばらしい先生方だと思うんですが、その中でもやはり全教職員

かというと、正直なところ、全教職員というところに私は言い切ることというのは難しいんじ

ゃないかと思うんです。やはり部活動指導に悩んでらっしゃる先生もいらっしゃいますし、そ

れ取り組むことによって、自分の教科として力をつけたい時間、勉強したい時間に費やすこと

ができなくて悩んでらっしゃる先生もいると思うんです。なので、全部の先生が理解をされて

いないというのは先生方が悪いのではなくて、先生方がそれだけの時間を費やすことができな

いという状況も出ているんじゃないかなと思うんです。今から部活動が変わっていくようにな

ると、先生方もどういった形で取り組んでいくのが正しいのだろうかと悩むこともあると思い

ますので、管理職の面談で部活動の顧問が決まってしまうというのがありましたが、その管理

職に言葉に出せない先生方も多々いらっしゃると思いますので、先生方には、もう少し部活動

に対しての考え方、それから先生方の顧問になっていただく、当て方という言い方はあれです

が、そのことについても、もっと学校全体で考えていただきたいなというふうに思っています。

今、よくやってくださっている先生もいらっしゃると思いますが、正直なところ、もうちょっ

とという先生もいらっしゃると思います。思いますが、そこをもっと管理職の先生方と話をす

る機会をつくってもらいたいなというふうに思います。続いての質問になりますが、例えば先

ほどにも言いましたように、クラブ活動に所属したいと思いながらも、なかなか難しいと思い

ます。経済面、それからこちらからいくとなると、送迎といった面で悩む生徒も多々いると思

いますが、どうでしょう、学校や教育委員会というのは、そういったことについて把握をされ

ていらっしゃいますでしょうか、そういう機会がありますでしょうか、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 学校、教育委員会ともクラブチームに所属したくてもできない生徒

の有無や割合等について把握はしていません。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 把握していきたいなという考えはありますでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。
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○学校教育課長（植田伸二） 生徒の声として学校に上がった場合は、しっかりと聞かせてもらっ

て、対応できるところは、また学校とも協力してまいりたいと思います。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 今、学校に言ってもらって、対応できるところは対応していきたいという

声がありましたが、例えばクラブチームに所属したいけど、部活動で頑張っていくことしか自

分が取り組むことができない、じゃあ部活動の時間を長くしてくださいという声が上がった場

合とかに対応してくださるということでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 先ほど申しました部活動の方針、定めもある中で、できるだけ寄り

添った対応を取らせていただきたいと思います。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 寄り添ったということがありましたので、子供たちが声を上げることとい

うのが可能というふうに理解をしております。生徒たちが自分が取り組みたいという部活動が

学区内になく、学区外の学校に進学をしているという生徒はいらっしゃいますでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 本町の中学校、令和３年度におきまして、７名の生徒が部活動を理

由に学区外の中学校に進学をしております。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） その７名の生徒というのは、プライバシーのこともあると思いますが、部

活動に所属したく、そちらに行っているのか、それともクラブチームに所属するときに、そち

らの中学校からのほうが行きやすいということで所属しているのかどうかというのは理解はさ

れていらっしゃいますでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 具体的にこのクラブをということで意思表示をしている者が３名で

す。ほかについては、広く部活をしたいとかといったところで、クラブチームを含めてかどう

かというところの把握はできておりません。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） ７名の生徒が自分の住んでいる、自分が生まれ育った場所ではなく学区外

のところに行ってまで部活動に取り組んでいきたいというのを考えているんですよね。７名と

いうのは、全体数で考えると、すごく多いと思うんです。行動に起こした生徒が７名ですから。

行動に起こしたくても起こせない生徒の数を考えると、本当にもっと多い人数の子が、ここで

部活動をこんなふうにしたいという、学校生活の中の部活動というウエイトを大きく持ってい

る生徒がたくさんいるのではないかと思います。今から部活動に対して変わっていくこととい

うのは多々あると思いますが、部活動の地域移行について、北広島町が今後どのように進めて

いきたいと考えていますでしょうか、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 国の出てくる指導等も踏まえながら、今のクラブも基本としながら、

継続してできるように取り組んでまいりたいと考えております。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 国の指導から動きますか、国の指導を待つ前に北広島町としてこんなふう
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にしていきたいという考えをということというのは難しいでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 実態として、生徒数の減少で、なかなか十分な活動ができてないと

ころもあります。その中で、学校も一生懸命充実できる部活動に向けて取り組んでいます。そ

こをしっかり基本と持って、子供たちがしっかりと成長できるような部活動にしていきたいと

いうふうに考えています。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 国の様子を見ながら、また子供たちが活動できるようにという答弁があり

ました。今後、地域移行を進めていく面もゼロではないと思うんですが、進めていくためにこ

ういったことが課題になるのではないかというふうに北広島町が考えているものがありました

ら、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 課題として、指導人材の確保、活動の場所、施設・設備の確保、費

用の負担、教員の関与、大会の在り方、保護者のご理解などが上げられると考えています。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 今答弁された内容が本当に問題として上げられていました。１つ目のとこ

ろ、先ほどもおっしゃいましたが、指導者のことだったり、給与面だったり、それから指導者

となってくると、事故等の管理責任は一体誰が持つのかという部分や、学校上の機能なんです

が、私がいろんな部活動として生徒の理解などもいろいろ悩むところがあると思うんですが、

多分皆さんもそういう時代だと思うんですが、部活をしてきたというのは、学校生活の中でも

すごく大きな思い出だったと思うんです。今後、今からの長い付き合いの中でも、友人でも一

緒に目標に向かって取り組んできた仲間というのは一生の仲間にもなりますし、その中の一つ

一つがずっと覚えている、心に残っている言葉というのがあると思います。以前私も学校現場

に勤めておりまして、ある生徒が一言言ったことがあるんですよ。その子は、私はバスケット

を教えていたので、すごく背が低い女の子で、その子は、自分は活躍の場面はなかったんです

が、先生が、私が走ることが武器だねって言った、その言葉をずっと思って高校３年間続けて

きましたと言ったんです。それ多分、何げなく言った言葉なんですが、その言葉がずっと高校

３年間も支えになったんですよと言ったときに、先生の言葉もそうですが、多分そのときに、

周りの子たちが、ああもう、走ることが武器だよね、何々ちゃんはという、その環境というの

も、やっぱりその子の力になったと思うんですよね。なので、部活動が今こういうふうに地域

移行に変わっていくよとか、学校の中で、先生方が入り込む枠が少なくなってきているよとい

うふうに進んでいくと、後になって、部活動を中心にやっていた学校時代がよかったねという

ふうに後になって戻すことって絶対できないと思うんですよ。なので今考えないと、本当に厳

しい問題になってくると思うんです。そうなってくると、部活動に対して教育委員会、それか

ら学校、地域、外部指導者ですね。そういったそれぞれの役割や必要なことというのはあると

思います。今どのように考えていますでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 教育委員会としては、学校教育管理責任者として、部活動に対する

しっかりとした指導助言を行うこと、学校としては、教育現場における効果的で責任ある部活

動の実践が必要であると考えています。地域の方には、学校部活動の趣旨と活動へのご理解と
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ご協力をお願いしたいと考えております。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 今、教育委員会と地域の方のお願いとありましたが、教育委員会が考える

学校は、どのような役割をしっかり築いてほしいと考えていらっしゃいますでしょうか。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 生徒の目の前の、現場でしっかりと効果的で責任のある部活動の実

践です。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 学校は現場というのは私も一番だと思います。学校生活を見ているからこ

そ、子供たちに部活動でも言葉としてかけることというのができてくると思うんです。よくあ

る、子供たちが先生の言うこと聞かないんですが、部活の顧問の先生の言うことは聞きますと

いうことがあったりした時代もありましたが、そういった形で、自分が頑張っているもの、そ

ういったものを応援してくれている先生の気持ちを子供たちは読むというのもよくできている

と思うんです。そう考えると、部活動の顧問をする先生の役割というのは、学校生活でも本当

に大きな力を持ってらっしゃると思います。続いての質問にありますように、教育委員会や学

校、そして地域が部活動に対してどのような関係性を築いていくべきと考えていることがあり

ましたら、伺います。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 教育委員会、学校、地域が共に子供を育てるという視点に立ち、お

互いが部活動の充実を支援するパートナーとなることが必要であると考えております。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 私もパートナーであってほしいと多々思います。だんだん今まで言われて

きた外部指導者と学校がやっていく難しさの中で、外部指導者の考え方がちょっと学校にそぐ

わない、外部指導者としては、学校の考え方をちょっと理解しがたいということで、いざこざ

というのが多々起こってくると思うんです。でも、お互いが理解をして、子供たちの成長を手

助けするというパートナーという考えを持っていれば、絶対にいい形になるとは思うんです。

なので、その気持ちを北広島町もしっかりと持っていただきたいと思います。先ほども言いま

したように、全ての子供たちが活動できる部活動をしていかないといけません。年間２０万円、

３０万円かかるクラブチームでやっていくというのは本当に難しいと思います。子供たちの活

動だけでなく、保護者も、今はもう全部服をそろえて、応援のときにはこれを着てというふう

に考えると、２０万円、３０万円のレベルではない状況になってきているんです。でも全ての

子供たちが活動できる部活動にしていくために、北広島町の教育委員会が考えていることがあ

りましたら、答弁ください。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 生徒数の減少により、選択できる部活動の種類や環境が十分とは言

えない中で、国の指導等も踏まえながら、可能な限り、生徒一人一人の個性や成長に重きを置

いた部活動となるよう、学校としっかり連携を取って取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 学校と連携を取ってという声がありましたので、学校と連携ということは、
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現場を見ていらっしゃる先生方が子供たちの声を聞いて、それを教育委員会がしっかりとまと

めてということと私は理解をしたいと思います。なかなか生徒数が減少していくと本当に部活

動というのが難しくなってくると思うんですが、子供たちの今後のためにも、教育委員会がそ

こを力、土台となって押し上げていく、大丈夫だよという、そういう存在でいてもらいたいな

というふうに思います。最後になりますが、教育長が考える子供たちに部活動で得てもらいた

い力、そして、先生方には、こういった思いで取り組んでもらいたいという気持ちがありまし

たら、ご答弁ください。

○議長（湊俊文） 教育長。

○教育長（池田庄策） まず、先ほどからの議論の中で、教職員の働き方改革という大きな流れが

ございまして、かつては朝練、それから毎日の午後の部活、土日の部活、いわゆる教員には時

間外勤務手当というのがございませんので、教職員のボランティアで全て成り立っていた時代

でありました。しかし、昨今の報道でもございますように、この働き方を改革するために、部

活に外部の指導者を入れようという動きが始まって、広島県でも指定校がございまして、その

準備が始まっております。令和５年度から、この動きを活発にしようということがございまし

て、当然北広島町教育委員会としても中学校、あるいは県教育委員会と今議論を重ねていると

ころでございます。しかしながら、運用のその進め方等は自治体に任せるというふうなことに

なっておりまして、私たちも非常に苦慮しておるところでございますが、先ほどから議論があ

りましたように、前向きに捉えてまいりたいと思っておりますし、全般的には課長が答えまし

たが、私は、以前から申し上げておりますように、「体・徳・知」で北広島の子供たちを育て

ていこうというふうに考えております。様々なハードルがあります。議員もおっしゃいました

ように、各中学校の生徒数が激減をしてまいりました。千代田中学校は一定程度の生徒数ござ

いますが、豊平、芸北、大朝は、既に単独の運動部であるとか文化活動ができなくなっていま

す。そのあたりも含めまして、学校教職員と一緒になりまして、教育委員会も令和５年度から

いいスタートができるように努力してまいりたいと思っております。以上です。

○議長（湊俊文） 山形議員。

○６番（山形しのぶ） 本当に体・徳・知は、私も多々それは思っています。教育長がよくそのこ

とをおっしゃいますが、その言葉を聞くたびに、私も北広島町で子育てをしておりますので、

その気持ちのある場所で子供たちが成長することができてうれしいなというふうに本当に思っ

ています。だからこそ、部活動の部分というのは、もっともっと力をかけてもらいたいなと思

っているんです。今、クラブチームという話がありましたが、やりたい部活が、部活を一生懸

命何かをやっていきたい。でも部活動していくことができない。例と出していいのかどうかあ

れですが、例えば我が子にしても、うちは、上の子は中体連で野球をしています。人数がなか

なかいません。そうなってくると、来年１年生が入ってこないと、またチームがつくれないん

だなというふうになると、うちの今度２番目が入りますので、もう上と下、野球部に入って、

チームつくりたいな。でも、今の状況でやりたい野球がずっとできるかというのは悩むから、

上も言えない、下も、お兄ちゃんの状況見ながら、いや、でもやっぱりやりたいからクラブチ

ーム行ったほうがいいのかなという、そういう、たった一つの家庭でも、家庭内の兄弟間でも

悩むぐらいだと思うんですね。そうなってくると、周りの環境あったら、一緒にやってきた子

たちと一緒に野球をやりたい、一緒にやってきた子たちと活躍、活動していきたいと思うと

多々悩んでいくと思うんです。その悩みの原点は、やっぱり教育委員会が気持ちを持っていら
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っしゃって、学校現場がそれを受け応えることができると変わってくる部分というのはあると

思いますので、全ての子供たちがやりたいと思うことに挑戦をして、そして達成感を感じられ

る部活動になることを切に願いまして、以上で、私の質問を結びといたします。

○議長（湊俊文） これで山形議員の質問を終わります。暫時休憩します。４５分まで。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午後 １時 ３７分 休 憩

午後 １時 ４５分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（湊俊文） 再開します。次に、２番、伊藤立真議員。

○２番（伊藤立真） ２番、伊藤立真です。今日は先に通告をしております豪雨災害の検証と災害

対策・対応について、もう一つは、被爆者健康手帳の申請手続、この２点について質問してま

いります。まず、１つ目です。豪雨災害の検証と災害対策・対応について伺ってまいります。

毎年のように、自然災害が発生していることを実感しています。今年もほんの４か月前ですけ

ども、８月初旬の台風９号の風雨以降、２週間以上にわたる激しい降雨によって、町内各地に

大きな被害をもたらしました。その痕跡は、現在も各所に残っておりますけども、一方では、

復旧も各地で進んでいるところを見てとることができます。先の９月定例会で、同僚議員から

今年の災害について複数の質問がありましたが、現時点での災害状況の把握や復旧状況、復旧

の見通しについて確認をしておきたい、そういうふうに思います。また、復旧については、社

会福祉協議会を窓口として、災害ボランティア募集から、被災地においての復旧活動が行われ、

被災者支援が大きな役割を果たしているということをボランティア参加者の方の声やＳＮＳか

ら感じ取ることができています。この災害ボランティア活動の概要や運営等の課題についても

被災後の検証をしておくべきと考えております。幸いにも人的被害は報告されていませんが、

避難指示や緊急安全確保の発令が繰り返し続いていたことから、多くの方が不安を抱えておら

れました。地域の防災情報については、きたひろネットの音声放送やきたひろ情報アプリで知

ることはできますが、きたひろネット未加入者やスマートフォンをお持ちでない方、こういっ

た方は、テレビやラジオからの情報からしか得られません。情報の取得が難しい状況が現にあ

る中で、刻々と変化する状況や避難所情報など、地域住民を守るための情報伝達や高齢者等避

難支援について体制を整えておくことが喫緊の課題ではないでしょうか。これら災害時の検証

と、これからの対策について質問をしてまいります。まず、今年の豪雨災害に関して人的被害、

住居等被害、農作物等被害、農業、林業施設等被害、公共土木施設被害について最新の被害の

取りまとめ状況、お伺いします。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） それでは被害状況についてご説明いたします。台風９号及び８月１

１日からの大雨被害状況ですが、人的被害はございませんでした。住居等被害ですが、全壊２

件、半壊１６件、一部損壊１７件、床下浸水８６件でございます。次に農作物等被害、こちら

は水稲、トマト、そばなどがございますが、４０．６ｈａ、３４８２万円、次に農業、林業施
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設等被害は、ビニールハウス７棟、農業用機械５台で、１９０万円、次に農地、農業用施設、

林道施設等概算額でございますが、４億３８００万円。公共土木施設被害概算額は、河川、道

路などで４億円。以上でございます。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 今、大体の概算も含め、被害額の提示をいただきました。実際農作物等につ

いては、水稲、トマト、そばが中心だったようですけども、キャベツとか、これ私の知ってる

農家でも４０００個ぐらい駄目にした、収穫直前のものをといったものもございますので、実

態は１０億円を楽に超えるぐらいの損害規模ではなかったかというふうに思っております。

次に、災害に関連して開設された避難所について質問をしてまいります。町内各地域で避難所

が開設をされましたが、地域ごとの開設された避難所数と避難者数をお伺いします。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 避難者施設の開設と避難者数でございます。８月には台風と大雨に

よりまして、その期間に３回の避難所の開設を行っております。３回の避難所開設を行いまし

たが、その３回の延べ施設等最大避難者数合計をお話をいたします。芸北地域は１０施設、８

人、大朝地域は３施設、２５人、千代田地域は１５施設、２２３人、豊平地域は１２施設、９

５人、合計といたしまして、４０施設、３５１人の方が避難をされました。以上でございます。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 今お答えいただいたとおり、この３回の開設で３５０人余りの方が避難をさ

れたと。特に被害の大きかった千代田、豊平、これ合わせて３００人を超えている状況という

ことですね。この避難所の開設の中で、地域の自治会などで開設されたものは把握されており

ますでしょうか。できていれば、その避難所数と人数をお伺いします。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 自主防災組織、または地域で開設された施設でございます。この３

回の開設の中で２７施設でございます。また、避難者は合計７４人の方が、その自主防災組織、

地域で開設された避難所に避難をされてございます。以上です。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） このようにたくさんの避難所に避難された方がいらっしゃったということ、

この避難所の開設、あるいは運用、これについて課題を検証されておりますでしょうか。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 避難所の開設、運営の上で、避難者による避難所運営協力、こちら

のほうは欠かせません。一時的な避難であれば、間仕切りの設置、長期的な避難となれば、掃

除や食事の配膳などの運営にできるだけ協力いただきたいと考えております。これは災害によ

り長く避難所生活となった住民が多かった自治体の意見ではございますが、避難者全員ができ

るだけ快適に過ごすために必要だったことというふうに言われております。このような事実を

継続して周知していく必要がございます。また今回、車などの移動手段を持たない高齢者や子

供をご家族の方が避難所に預けられるケースがありました。これに対する対応も課題と考えて

おります。そのほか、避難所の備品について、新型コロナウイルス感染症等の関係により、消

毒液や感染防止の備品も増えており、主な避難所へ配備しているものの、備蓄場所が少なく限

界があり、避難される方には、毛布、少量の食べ物、マスクなど感染対策のものを持参してい

ただくよう周知を続けてまいります。行政としての課題については、現在検証しながら、まと
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めておる最中でございます。以上です。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 今のお話の中で、避難所の特に運用に課題がたくさんある。そういうことを

ちゃんと認識をされているということで、その課題を一つずつクリアしながら、災害、またい

つ起こるか分からないというところがありますので、これに備えていただければというふうに

強く思います。今も課題の中にありましたけども、ちょっと関連ですけども、特に食事支援が

具体的にはどのような対応になるのか、もし分かればお聞かせください。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 先ほどもお話しましたように、少量の食料をお持ちくださいという

ふうにお話をしております。一日程度の避難については、そちらのお持ちの少量の食料と、先

ほど言いました、毛布を持参してください。２日目以降については、町のほうでも食料の提供

等を検討して進めているところでございます。今回の大雨災害については、食事の提供、パン

とかそういうものも提供したところでございます。以上です。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） やはり食というのは欠かすことができないことでありますし、先ほどご回答

いただいたような体制が万が一のときに取られている。これを聞かせていただくだけでも、避

難されている方、安心につながるのではないかというふうに思います。続いて住宅等家屋被害、

農作物等被害、農業・林業施設等被害、公共土木施設等被害の復旧状況や今後の見通しについ

て伺ってまいります。住宅等の家屋被害について把握している復旧状況と、町や県の見舞金や

給付金などの状況、結果などについてお伺いします。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 家屋等の復旧状況につきましては、町や県の見舞金の支給対象となる大

規模半壊、一部損壊、半壊の認定を受けました全１６件のうち１件につきましては、取壊しを

されております。残り１５件につきましては一部修繕中ではございますけども、居住ができな

い状況ではありません。また、床下浸水の家屋や納屋、倉庫などの非住宅の家屋につきまして

は、復旧状況は把握をしておりません。また今回の大雨災害に対する北広島町住宅災害見舞金

につきましては、対象者１５件のうち、１１月末現在１２件が支給済みで、支給総額２１万円

となっております。また、広島県災害見舞金につきましては、対象者１５件のうち１１月末現

在１２件が支給済みで、支給総額１２０万円となっております。広島県及び北広島町被災者生

活再建支援補助金については、対象者３名のうち１１月末現在２件が支給済みで、支給総額８

７万５０００円となっております。また、広島県大雨災害義援金につきましては、今月に第１

次配分として本町に対し、２３１万円の配布がありました。今後、対象者となる被災者の方へ

支給をしてまいりたいと思っております。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 今お答えいただきました。必ずしも元通りの生活に十分かといえば、そうで

はないかもしれませんけども、いろんな形で支援がされているということを皆さんも知ってい

ただければというふうに思って質問させてもらいました。次に、農作物等被害について、補填

状況やその結果についてお伺いしてみたいと思います。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 農作物の被害の補填状況につきまして、農林課からお答えします。
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台風９号及び８月豪雨災害の農作物等被害に対しまして、広島県農業共済組合からの情報によ

りますと、確定値ではありませんが、水稲共済につきましては、本町全域で１０２筆、約６４

５万円となっております。また、収入保険につきましては、加入者の令和３年決済によりまし

て算定される関係から、現時点では、補償額等は不明の状況でございます。なお、収入保険に

つきましては、今回のような自然災害による被害にかかわらず、収入保険金が支払われる前に

支払われます、いわゆるつなぎ融資の制度がございますけども、本年につきましては米価の下

落、あるいはイモチ病によります収穫量の減少によりまして、収入が減少すると見込まれてい

ます加入者の申請があったと聞いている状況でございます。以上です。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 農業共済組合へのお問合せということでまとめていただいた報告を頂きまし

た。農作物そのものの被害補償は、農業保険法に基づく農業共済事業、あるいは収入保険で一

定程度の補償はされるところですが、小規模な農地等の災害については急いで復旧することが

これからの農業生産に大きく影響してまいります。災害復旧で利用できる制度など、この農地

の小規模災害、どういうふうな方法で復旧できる、その方策があればお伺いします。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） 農林課所管のほうで、災害復旧に利用できる制度といたしましては、一

定の条件はございますけども、国の事業であります多面的機能支払交付金事業、あるいは中山

間地域等直接支払交付金事業におきまして、水路、農道の応急処置でありますとか、農地等へ

流入しました土砂、流木、それからごみ撤去等に係ります賃金でありますとか、機械のリース、

あるいは建設業者への請負等も対応になっております。ただし、各協定内中での協議、あるい

は交付金につきましては、その災害に係るものに対しましての追加交付というのはございませ

んので、あくまで交付年度におきます交付額の中での調整等が必要な条件になっております。

周知につきましては、今回の災害につきましては、災害発生時に各集落協定等によりまして文

書等で周知をしたところでございます。以上です。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 今の多面的とか、中山間のものを使って、小規模の災害に対応できるよとア

ナウンスもされてるということで、各地域の農業集団等の方も承知をされていることと思いま

す。農業、林業等施設等について、災害認定の経過と復旧状況、今後の見通しについてお伺い

をしていきたいと思います。

○議長（湊俊文） 建設課長。

○建設課長（竹下秀樹） 農業、林業用施設等の被害についての経過状況をご説明させていただき

ます。農地、農業用施設及び林道の災害復旧等については、本年の１０月１日に激甚災害の指

定をいただいております。なお、補助対象となる農地、農業施設及び林道施設は、１か所当た

りの申請額が４０万円以上が対象となっております。それから、その申請ですけども、現在１

１月１５日から来週の１２月２４日までの間、現在、農林水産省及び財務省の査定を受検中で

ございます。先週までに農地８９件、農業用施設２７件、合計１１６件を受検し、現在査定決

定額は約２億３５００万円でございます。来週までの受検総数は農地１１３件、農業用施設５

５件、林道施設１件の１６９件です。なお、行政報告と数が違いますけども、これは最近まで

調査設計、それから河川とか道路とかの被災箇所にあったところに関しては、それぞれの災害

での調整をさせていただきまして、申請件数が少なくなったということでございます。以上で



- 49 -

ございます。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 今日現在も災害の受検について処理をされている最中だと思います。関連す

るんですけども、農業・林業施設等農業に関連する被害については、先ほど激甚災害の認定を

受けたということですけども、災害箇所が多くあることや災害状況の程度も様々です。このよ

うな状況の中で、復旧の際の農家負担、これはどのようになっていくんでしょうか、お伺いし

ます。

○議長（湊俊文） 建設課長。

○建設課長（竹下秀樹） 農家の負担ではございますが、施設関係については、北広島町の分担金

徴収条例に基づき、負担はございません。ただし、農地、畑であるとか田んぼに関しては復旧

事業費の５％をいただくようになっております。現在、激甚災害の指定になりますと、国庫補

助のかさ上げがございますが、これは査定決定額が全部決まった後、また、農家１戸当たり、

施設に関しても受益者個数等の申請をまた来年の１月から２月のほうに行います。その結果に

基づいて国庫補助率のかさ上げが決定されます。これは市町ごとでございまして、平成１８年

災の時には、最終的に９７％になりましたので、農家負担は５％ではなくて３％で調整させて

いただいておりますので、今回も国庫負担率が９５％超えた場合は、そのパーセントに応じて

農家負担は少なくなるものと認識しております。先ほど一つ言い忘れておりましたけども、今

回の８月豪雨に関しては令和５年中に全箇所を完了するように、現在も調整させていただいて

おります。以上でございます。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） やはり農家負担、個人の負担というところが一番気になるところだと思いま

すけど、今の答弁の中で、５％上回る、負担を上回ることは当然ないし、これはもっと圧縮さ

れる可能性もあるよというふうなことで、このことを聞かれた関係者の方、ちょっと安心につ

ながるんじゃないかというふうに思います。このたびの補正予算の中に、地域施工支援事業に

１７００万円の追加ということで提案が上がっております。災害復旧を待てず急いで直したい

小規模災害について、この事業を活用するメリット、これをお聞かせください。

○議長（湊俊文） 建設課長。

○建設課長（竹下秀樹） 当町独自の政策であります地域施工支援事業の災害対応分でございます

が、メリットは、詳細な測量及び工事設計並びに図面作成等に時間をかけることなく対応して

いただける業者さんとか、地元の創意工夫によって早期に復旧ができることが、まず第一のメ

リットでございます。併せて、施工支援事業でございますので、災害復旧と併せて維持修繕で

あるとか、ある程度の自由度がございますので、そういったところもメリットの一つではござ

います。以上でございます。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） この地域施工支援事業、町の独自の事業でもありますし、使い勝手がいいと

いう言葉が適切かどうか分かりませんけども、本当に、ここぞというところに役立つものだと

いうふうに私は思っております。この事業を使って、少しでも早い、急ぐところの復旧が進ん

でいけばというふうに思っております。次に公共土木施設被害について災害認定の経過と復旧

状況、今後の復旧見通しについてお伺いします。

○議長（湊俊文） 建設課長。



- 50 -

○建設課長（竹下秀樹） 次に、公共土木施設災害復旧事業等についてでございます。現在のとこ

ろ、激甚災害の指定は受けておりません。今回は、県の管理施設のほうの被災が多数ありまし

て、今のところ、町のほうの激甚、公共土木に関してはないものと認識しております。災害復

旧事業の対象になるのは、国庫補助に対しては、１か所当たり６０万円以上です。これも１か

所当たり、農地はいろんな施設、同事業種類に関しては１５０ｍ以内で１か所できますけども、

公共土木施設については１００ｍ以内という規定がございます。公共土木施設のほうは農地よ

り早く、１０月２５日から受検を開始しておりますが、これも同じく来週の１２月の２４日ま

で受検予定となっております。先週までのところで、道路９件、河川３３件、合計４２件を受

検し、現在の査定決定額は約２億８５００万円でございます。総数は、道路１６件、河川４３

件の５９件です。なお、既に査定を受けました道路施設の一部については入札を行って業者が

決定しております。公共土木施設においても、今後、実施設計書、工事発注の設計書の作成に

移り、令和５年中の完了を目指してまいっております。以上でございます。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 今お答えいただいたとおり、令和５年度内ということではありますが、確実

に復旧が進んでいるというふうに聞かせていただきました。本当に今年の被害が深刻なものと

いうのは、私も身をもって感じているところですけども、昨年以前にも災害があって、その復

旧工事がまだ続いている中だというふうに思います。今回の災害の中には、今年の豪雨でひょ

っとしたら拡大したものがあるんじゃないかなということも気にはなっておりますが、そうい

った事例はないでしょうか、伺います。

○議長（湊俊文） 建設課長。

○建設課長（竹下秀樹） まだ完了してない過去の災害現場ではございますけども、県管理施設に

おいてはございました。現在、受検するようになっておりますので、工事が一時中止になって

いる箇所もございます。現在、町の災害箇所ではございますが、順調に進んでおりまして、幸

いにも増波するところはございませんでした。増波に関してもいろんな規定がございまして、

余り小規模なものについては、今回の発注の中で対応するようなこととなっております。以上

でございます。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 特に過去の被害現場で復旧前に大きな影響を受けた場所が、大きなものはな

いよというふうなことだというふうに受け止めます。次の質問なんですけども、災害支援寄附

金というものがあると思いますけども、これがいくら今寄せられ、それがどのように活かされ

ていくのか、これをお伺いしていきたいと思います。

○議長（湊俊文） 財政政策課長。

○財政政策課長（植田優香） 災害支援寄附金ですが、１１月末時点で９５０万円余りのご寄附を

いただいております。この寄附金につきましては、災害復旧対応のための事業である営農再開

支援補助金や地域施工支援事業補助金等の財源とする予定にしております。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） ９５０万円余りの寄附金があるということで、これが先ほどの地域施工のほ

うの財源にも充てられるよということで、きちんと災害の復旧に充てられるというふうな認識

でよろしいですね。はい。続いて、前段で申し上げました災害ボランティアのことについて伺

ってまいりたいと思います。災害ボランティアの募集の経過、登録者数、延べの参加者数、そ
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のボランティアの活動内容についてお聞かせください。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 災害ボランティアについてですけども、８月１３日、災害対策本部より

社協に対し、災害ボランティアセンターの設置、運営を依頼をしております。社協は、８月１

６日から活動を開始し、きたひろ告知放送やＳＮＳ等を利用してボランティアの募集を行って

おります。登録者数は３１０人、延べ参加者数は５７９人、活動日数は、８月１６日から１１

月３０日までの間の５１日でございます。対応件数は、全部で６０件となっております。主な

活動内容につきましては、家屋や敷地内に流入した土砂の撤去や清掃及び農地の復旧活動でご

ざいました。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） この災害ボランティアの活動、北広島ではなくて、全国のニュース番組の中

で、いろんな地域でいろんなボランティアの活動が報道されるのは見てましたけど、まさかう

ちの町でこういうことがというふうな思いがしております。当然、この災害ボランティア、初

めての設定ということになったんだというふうに思っておりますけども、今回この災害ボラン

ティア活動そのものを運営をする中で、成果もあったでしょうけども、反対に課題というもの

も見つかったんじゃないかと思います。このあたりを精査していらっしゃれば、その内容をお

聞かせください。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 成果につきましては、６０件にも及ぶボランティア活動により災害復旧

となっておるということでございます。併せてこのたびのボランティア活動を通じまして、多

くの方々に、共に支え合う意識の醸成が図られたものと考えております。課題としましては、

第１に、今回の災害で初めて災害ボランティアセンターの設置、運営を行う中で、町及び社協

が互いに不慣れであったこと、また、それぞれの部署で災害対応や通常業務との兼務となりま

して、十分な連携が図れなかったことが上げられます。第２に、ボランティアセンターに対す

るニーズを十分に把握できたかどうか、また、コロナ禍により町外からのボランティアの受入

れができず、人員の確保が難しかったことが上げられます。今後は、今回の災害を契機としま

して、災害時に限らず、平常時からボランティア活動の推進を図る必要があると考えておりま

す。日常的なボランティア活動を通じ、社会貢献、社会福祉活動等への関心が高まり、それが

共に支え合う地域づくりに結びつくことで、今回のような大規模な災害の際にも、より力を発

揮していくと考えております。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 本当に初めてのことということで、連携が取れなかった部分があるよという

のが本当に正直なところなんだろうなというふうに聞かせていただきました。加えてコロナ禍

ということで、先ほどの避難所じゃないですけども、コロナ禍ということについてだけの対応

というのも各所でいろんな対応をしなくちゃいけない。これだけはコロナ禍の前の状況とは大

きく違う部分だというふうに思いますし、先ほど答弁の中にありました、平常時から備えてお

くというふうなお答えがありましたので、決して災害ボランティアの運営になれていくような

環境にはなってほしくないんですけど、万一に備えた対応、そういうふうなことを意識して、

これからも皆さんと一緒に取り組んでいければなというふうに感じております。次に、避難指

示や緊急安全確保等の情報提供並びに安全確保について伺ってまいります。きたひろネット未
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加入者、スマートフォンなどネット環境お持ちでない方、こういう方が情報が取れにくい方々、

こういった方々が町内に一体どのぐらいいらっしゃるのか把握されてますでしょうか、お伺い

します。

○議長（湊俊文） 総務課長。

○総務課長（川手秀則） 令和３年１０月末時点の町内世帯数が８３６８世帯に対しまして、きた

ひろネット加入世帯が６０４１世帯となっております。単純計算では、未加入世帯が２３２７

世帯、率にして２７．８％となります。スマートフォンの保有状況や個人のインターネット環

境について、町単位では把握していませんが、総務省の令和３年情報通信白書によりますと、

インターネット利用者の割合は全国で８３．４％、広島県が８２．０％となっております。高

齢化率の高い本町では、８０％を下回る程度ではないかと想定しておりますので、インターネ

ット環境を持たない方は約２割ではないかと考えております。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 全世帯、よく数字を出していただいたなと思うんですけど、北広島町の世帯

の中で、２割から３割の方がネット環境、あるいはきたひろネット未加入ということで、それ

だけの方がなかなか情報を得にくい状況にあるのかなということは思い浮かべることができる

というふうなことですね。逆に情報を取得するためのツール、度々議会の中でも話が出てます

けども、きたひろ情報アプリとか公式ＬＩＮＥアプリ、これらの利用者数というのは把握され

てますか。

○議長（湊俊文） 総務課長。

○総務課長（川手秀則） 現在のところ、きたひろ情報アプリが登録者数約２４００人、公式ＬＩ

ＮＥが約３７００人、これに加えまして、いわゆるガラ携ですけども、フィーチャーフォンで

使える防災安全お知らせメール、これの登録が約１６００人となってございます。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 今の人数、複数ダウンロードしていらっしゃる方もいると思いますので、こ

れ積算は必ずしもその数とはいかないとは思いますけども、今のような５０００人前後ぐらい

は、あれでも情報を取ることができる環境をお持ちなのかなと推測をします。逆にきたひろネ

ットの未加入者であるとかスマートフォンをお持ちでない方、先ほど推測の値はお知らせいた

だきましたけども、こういった方々に情報提供をどのようにしていくか、この考え方をお伺い

できればと思います。

○議長（湊俊文） 総務課長。

○総務課長（川手秀則） まずは、現在整備を進めております北広島町ＦＴＴＨ化事業によります

新たな高速光通信サービスへより多くの方にご加入いただきますよう、株式会社ちゅピＣＯＭ

が個別訪問などによりまして加入促進を図っております。町にとりましても後方支援に努めて

まいりたいと存じます。町独自のサービスとしましては、先ほども触れましたけども、フィー

チャーフォン、いわゆるガラ携をお持ちの方につきましては、緊急情報をメールで配信する防

災安全お知らせメールの登録を呼びかけを進めております。携帯電話もインターネット環境も

ないなど、防災に関する情報を取得する手段にお困りの方につきましては、防災電話サービス

がございますので、ご相談や登録申請をいただくよう広報しております。また、防災情報を取

得する上で最も身近なテレビやラジオへは市町で情報連携をしておりまして、迅速かつ的確な

配信に努めております。
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○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 今の質問は、基本的には、きたひろネット未加入者の方、スマートフォンな

どネット環境お持ちでない方、こういう方をもっと意識した対応というか対策を考えていかな

いといけんのじゃないですかねということの思いで質問させてもらったものです。先ほど話に

もありました防災電話サービス、これは危機管理課が所管をしてますけども、ほかに福祉課の

ほうで所管されている北広島町災害時要援護者避難支援制度、保健課が所管されているあんし

ん電話設置サービス、こういったものが行政のほうでメニューとして、いわゆる避難弱者の方

の支援に関するサービスということで用意をされておりますけども、これらの運用、利用状況

について教えていただければと思います。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） それでは、北広島町防災電話サービスについて危機管理課のほうか

らお答えをいたします。現在運用中の一斉情報配信システムから利用者の固定電話に防災情報

をお伝えします。これは受話器を取っていただきますと、音声合成で警報、大雨警報、洪水警

報や避難情報、警戒レベルの内容が流れてくるものでございます。現在利用登録者については

１名でございます。以上です。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 北広島町災害時要援護者避難支援制度について福祉課からご説明をいた

します。この制度は、平成２２年度から開始をしておりましたが、東日本大震災をきっかけに

平成２５年災害対策基本法が改正されたことにより、平成２７年度からは、在宅の重度の要介

護者、重度の障害者、指定難病の認定を受けた方などを対象に名簿作成が市町村に義務づけら

れました避難行動要支援者制度を開始しておるところでございます。これに伴いまして、それ

までの災害時要援護者名簿に登録されている方も避難行動要支援者名簿に再登録し、より包括

的な名簿となっております。この避難行動要支援者名簿には１０月末現在５８１名を登録して

おり、有事の際には、この名簿を避難支援機関へ提供することで避難困難者の把握と支援、行

方不明者等の安否確認等への活用を考えておりますけども、今回の豪雨災害については、この

名簿を提供する機会はございませんでした。

○議長（湊俊文） 保健課長。

○保健課長（迫井一深） あんしん電話設置事業の運用、利用状況について、保健課からお答えし

ます。あんしん電話は、緊急通報装置として、緊急ボタンを押すだけで直接消防本部に通報が

入り、救急車の出動を依頼することができるものです。利用対象者は、高齢者のうち病弱等に

より日常生活に不安のある独り暮らしの人や高齢者のみの世帯の方などです。利用に当たって

は、近隣ですぐに現場に駆けつけることができる協力員と鍵の管理者の登録や民生委員の方の

意見が必要となります。１１月末の設置台数は２２９台で、本年度は８件の方の迅速な救急搬

送につながっております。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 今、３つの事業について、それぞれ担当、所管課のほうから説明がありまし

た。これらの事業、制度、これはいわゆる避難弱者の方々が安心して生活できるようにという、

そういったことのために用意されている制度ということで、安心の生活をこの町で送るために

は必要な制度だというふうに思います。これらの制度に関係もするんですけども、各地域で先

般、まちづくり懇談会というのが開催をされまして、その中で、第２次北広島町長期総合計画
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の後期基本計画の説明もありました。その中に、人がつながり、力があふれる町を目指し、一

つ一つをつなげて将来像の実現へとする循環図の項目の中に、誰もが元気で安心して暮らし続

けられる環境づくり、また、集落組織の維持や災害に備える仕組み、体制強化、この項目、文

言が掲げられていました。こういうことに対して防災リーダーの育成であるとか、自主防災組

織体制の整備に取り組まれていることは、これまでの説明の中でもありました。過去の議会の

中でもありましたとおり、私も承知をしておるところです。ただ、今年のような災害がまた起

こるんじゃないか、そういう想定をしております。そのために今回の災害の検証を振り返ろう

ということで質問させていただき、次に備える、準備をしておくべきということもとても大事

なことだというふうに私は思ってます。そこで、町民の皆さんが安心して生活ができるように、

災害時に実際に効果があったよというふうに報告がされております愛媛県大洲市三善地区での

災害避難カードというものがありますけども、これらの導入を検討され、それを基礎として、

地域の自主防災組織体制を町内全域で構築する。その上に先ほどありました、行政の防災電話

サービスや各支援制度、事業運用という３段階の防災体制を取るという形を整えたらどうだろ

うかという提案をしてみたいと思います。また対象者や条件が異なる、先ほどの３つの事業で

もそうですけども、対象や条件が異なることは十分承知をしておりますけども、各制度の紹介

を含め、避難弱者の方々が一度の手続で行政のそれらのサービスであるとか支援制度、事業に

ついて申込みができるような窓口を一元化する、あるいは横断的に運用するとか、申込みしや

すい環境整備を整える検討をしてみてはどうでしょうか。こういったことはできないでしょう

か、考えを伺います。

○議長（湊俊文） 危機管理課長。

○危機管理課長（野上正宏） 町としましては、先ほどからもいろいろなシステム、各課でご説明

いたしましたが、それぞれの目的、用途が違い、専門知識を有する人員による対応が必要であ

ることから、なかなか一つの窓口では対応できませんが、本年の８月、台風及び大雨被害では、

被災者相談窓口を設けて相談対応を行っております。一つの窓口から必要な窓口を案内をする

というような対応をしております。今後、その対応につきまして検証を行って、平常時、そし

て災害時にさらに円滑な対応ができるよう体制構築に努めてまいります。先ほどありました災

害避難カードについても研究をしたいと思っております。以上です。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 平常時の準備が万一の災害のときに非常に役立つというのが危機管理のベー

スになろうかと思います。ぜひとも検討していただいたらというふうに思っております。

では２つ目の質問のほうに移ってまいります。被爆者健康手帳の申請手続ということで伺って

まいります。広島への原爆投下による黒い雨訴訟で７月２９日に最高裁判決が確定し、原告８

４人に対して、県と市に被爆者健康手帳の交付を命じたとともに、国は上告を断念し、原告被

害の救済について早急に対応を検討すると、当時の首相談話を受けて閣議決定をしておるとこ

ろです。１０月１１日には、政府が原告以外の被害者も救済する方針を示したことから、広島

市在住の黒い雨被害に遭ったとする高齢者１００人以上が集団申請をしたというところです。

さらに１１月２６日の新聞報道では、被爆者健康手帳の新規申請が１１００件を超えたという

報道がありましたし、その後の報道では、１２００件を超えたという報道もありました。

２０１０年に広島市や広島県が範囲拡大を要望した援護区域には、北広島町の一部も含まれて

おりますし、原爆投下時に現在の安佐南区や安佐北区に在住されておられた方もいらっしゃい



- 55 -

ます。原爆投下後７６年が経過し、被爆者の高齢化が進む中で、北広島町内在住の方から、ど

こに申請をすればいいのかという問合せを数件私が受けました。国は、新たな制度を２０２２

年度につくる考えを示してはおりますけども、現在はまだ被爆者認定指針が改定をされており

ません。これらのことを踏まえて質問をしてまいりたいと思います。まず最初に、被爆者健康

手帳の申請手続の町内の方から申請手続についての問合せ、あるいは相談があったのか、お伺

いをしていきたいと思います。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） ９月以降、黒い雨に関する被爆者健康手帳の申請手続についての問合せ

がございました。１１月末現在で２５件の申請がありました。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） ２５件の申請があったということですが、被爆時に町内にいらっしゃった方、

あるいは町外で被爆したよ、黒い雨に遭ったよというふうな申請の手続があった方、この内訳

が分かりますでしょうか。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 被爆当時、黒い雨を受けた場所が、町内で黒い雨を受けたという方が２

５件のうち８件、町外の方が１７件となっております。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 町外というのは、私に相談を持ちかけてくださった方が原爆当時、安佐南区

の八木におられた方で、お姉さんと自分とでその黒い雨に遭ったと。申請手続に広島市のほう

に。そしたら、その相談をされた方は、今北広島町に嫁いでこられて、こちらの在住なので地

元の役場のほうに問合せてくださいということで、私のほうに相談が来たんですけども、その

方には役場のほうに行って相談をしてみたらということで、恐らく今の人数の中にもその方が

入ってらっしゃるんだろうというふうに推測をしております。これら申請手続において、北広

島町の実はホームページを見てみましたけども、黒い雨に関する健康不安の相談窓口の掲載は

ありましたけども、申請書の様式そのものを見つけることができませんでした。広島市のホー

ムページで、その申請書というのを見つけましたけども、用紙、これＡ４サイズの１１枚にわ

たって様式であるとか申請の対象者、添付書類の説明等々がされているものがありました。被

爆後７６年が経過して、被爆者が高齢している中で、記入の項目、申請のそれらの項目を含め、

年々申請手続が難しくなっている、記憶をたどって書かなくちゃいけないとか、証明を受ける、

署名いただく方が要るとか、そういったこともありますけども、そういうことが難しくなって

いるということは、十分理解できるというふうに思います。いまだ指針が示されていない状況

ではありますけども、事前に申請書を作成をして審査に備えるといった申請手続について、そ

の取扱いや該当の可能性がある町民の方への情報提供についての考え方があったら、お聞かせ

ください。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 黒い雨による被爆者健康手帳を申請された場合の取扱いについては、こ

れまでと同様に福祉課より、県の被爆者支援課のほうへ申達を行っておるところでございます。

また、町民への情報提供につきましては、いまだ国において援護の対象区域の範囲が具体的に

示されておらず、現在、厚労省、広島県、広島市が協議を行っておる状況でございます。現在

のところ、町民に対して積極的に広報等により申請を促すことは難しい状況でございます。し
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かしながら、黒い雨に関する問合せに対応するため、県や町の相談窓口を広報きたひろしま１

月号で掲載をすることとしております。併せて、ホームページ等でも周知を図っておりますが、

今後は、黒い雨に関して国や県より具体的な情報が入りましたら、町民に対し、速やかに広報

してまいりたいと考えております。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） ちょっと安心をしてます。黒い雨に関して健康相談であるとか申請手続の相

談とか対応も、まだ今は公に、どうぞどうぞというわけではないけども、相談に来ていただい

て大丈夫ですよというふうに受け止めさせていただいてよろしいですね。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 福祉課のほうへ相談をいただきたいと思っております。

○議長（湊俊文） 伊藤議員。

○２番（伊藤立真） 躊躇されている被爆者の方もいらっしゃる、自分がそうなのかなと思ってら

っしゃる方もいると思います。今のお答えで、また問合せ、相談に行かれる方がいらっしゃる

と思いますので、ぜひ、寄り添った対応をしていただければと思います。以上で、私の質問を

終わります。

○議長（湊俊文） これで伊藤立真議員の質問を終わります。暫時休憩します。１４時５０分まで。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午後 ２時 ４１分 休 憩

午後 ２時 ５０分 再 開

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○議長（湊俊文） 再開します。次に、３番、敷本議員。

○３番（敷本弘美） ３番、敷本弘美でございます。さきに通告しております大綱２点のうち、初

めに、生理の貧困、困窮者に継続して寄り添う支援を質問いたします。長引くコロナ禍で、経

済的に困窮し、生理用品が購入できない、生理の貧困の問題は、今も続いています。生理用品

は女性にとって生活必需品でありますが、生理用品を購入できず、困っていてもなかなか打ち

明けられない現実があります。これまで余り目が向けられてこなかったのが生理の貧困問題で

はなかったでしょうか。新型コロナウイルス感染拡大により、家庭の貧困を背景に生理用品を

購入することが困難との声から、現在自治体窓口や公共施設の窓口等で生理用品を配布し、困

窮する人に寄り添う継続的な支援が全国でも広がっています。内閣府が全国の自治体を対象に

行った調査では、本年７月の時点で生理用ナプキンを希望者に無償で配布し、支援を実施、検

討していると答えたのは５８１自治体で、全体の３２％でした。広島県は、都道府県別生理の

貧困支援が全国トップの７９％、広島県と県内２３市町計２４自治体のうち１９市町が支援に

取り組んでおり、本町においても本年６月定例議会後、早速必要な人が生理用品を無償で受け

取れる体制を整えていただいたことに深く感謝申し上げます。女性にとって生理用品は必需品

でありますが、経済的な理由で購入できない児童生徒、女性に対し、行政として長期的な支援
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の中で、生理用品の配布を通し、ドメスティックバイオレンス、ＤＶや虐待、コロナ禍におい

て、また仕事が減少して生活が苦しいなどの幅広い支援の拡大につなげていけるよう、支援の

継続を求め、以下質問をいたします。初めに本年７月１日から、生理用品の無償配布を実施し

ていただきました。しかし、９月末をもって終了されたことはとても残念に思います。北広島

町として、無償で生理用品の配布を実施された目的と、なぜ３か月で終了されたのかをお伺い

します。

○議長（湊俊文） 町民課長。

○町民課長（大畑紹子） 無料で生理用品を配布した目的ですが、経済的な理由などにより生理用

品の購入以外を優先しなくてはならない生活状況の方、生活困窮の声を出したくても出せない

方への支援として生理用品を無料配布し、相談窓口を知っていただくことで、次の支援につな

がることを目的といたしました。配布期間は、７月から９月までとしており、終了しましたが、

今後は、無料配布した期間の状況を踏まえまして、継続して寄り添う支援のために相談窓口を

検討していきます。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 生理用品の無償配布された目的というのが、生活困窮者に対して、その次の

支援につなげていくために実施をされたという答弁をお聞きをいたしました。また、終了した

理由も期間を決めていらっしゃって、またさらに今後継続していけるようにとの思いもお伺い

をいたしました。様々な支援につなげていけるように、今後も本当に心を砕いていただきたい

と思います。次に、生理用品の配布の期間が７月１日から３か月の短期間でございました。短

い期間ですので、周知は大変重要と考えます。周知というのは、いつどのようにされたのか、

一般女性と、また、児童生徒、保護者の皆様の周知それぞれ違うと思いますので、別々にお答

えをいただきたいと思います。

○議長（湊俊文） 町民課長。

○町民課長（大畑紹子） 周知についてですが、町ホームページ、きたひろ情報アプリ、区長文書

でのチラシの閲覧、配布場所やトイレでのチラシの掲示などにより周知を行いました。また、

中国新聞の記事としても取り上げていただきました。以上です。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） このたび町で取り組みました、７月から９月までの取組ということ

で、学校への周知というものは特別にはしておりません。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 町民課長のご答弁でもホームページ、アプリ、また区長文書等、様々周知を

していただきました。そして、学校教育課長のほうからは、学校としては児童生徒、また保護

者に対しての周知はされなかったということなんですが、これはどうしてされなかったのでし

ょうか、お伺いいたします。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 後ほどの答弁でも申し上げようと思っておったんですけれども、学

校としては、そういった児童生徒にしっかり学校のほうで取り組んでおるというふうに認識し

ておりますので、そのようにしております。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） しかしながら、３か月という短い期間でしたので、この生理用品の支援をし
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ていただけることを知らなかったと言われる方もいらっしゃいました。この生理用品の配布場

所ですけれども、役場町民課、また福祉課、保健課の窓口、各支所とまちづくりセンターとお

伺いをしております。それぞれの配布数と、また配布時の聞き取り状況、また、次の支援につ

ながったかどうかをお聞きいたします。

○議長（湊俊文） 町民課長。

○町民課長（大畑紹子） 配布場所のそれぞれの配布数ですが、福祉課３３パック、保健課８パッ

ク、町民課７パック、まちづくりセンター３２パック、芸北支所２パック、大朝支所１パック、

豊平支所１０パックの合計９３パックです。生理用品を配布するときは特に何も聞き取りをし

ないで、受け取りの意思表示をされることでお渡しをいたしました。また、生理用品と一緒に

相談窓口の連絡先を記載したカードも入れましたが、それをきっかけに相談され、次の支援に

つながった事例については確認できておりません。以上です。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） ただいま課長のほうから、各配布場所の個数と、また受け取りにこられた際

に、次の支援へとつながる対話はできていなかったというご答弁でございました。この中に、

一番受け取り個数が多かったのが福祉課だと思います。福祉課に生理用品無償化で取りにこら

れた際にどのような対応されたのか、課長にお伺いをいたします。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 生理用品の配布によって、次の段階といいますか、相談につながったと

いう事例については、直接的には把握をしておりませんけれども、それぞれの家庭の裏側にあ

る様々な課題を把握する上で、生理用品の配布ということは一つの手段であるというふうには

考えております。福祉課では、それぞれネウボラ事業、要対協事業などを取り組んでおります

ので、そういったことで課題のあるご家庭につきましては、そういったところで支援をしてい

きたいというふうに考えております。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） ご答弁いただきましたが、やはり生理用品を受け取りにこられるということ

は、その後ろに抱えている様々な悩み等必ずあると思います。そこに取りにこられた時に、こ

ちらから自然に声をかけるなり、また、例えば福祉課の窓口に取りにこられましたら、時々見

かけたんですけれども、他の方と対面で話をされてお渡しをされる。それっていうのは、まず

生理用品を役場に取りにこられるだけでも勇気が要ると思います。ましてや、皆さんが通る中

で、対面で話をして、その後ろに抱えているところまでお話ができるかといいましたら、私な

らようしないなと思います。例えば福祉課というのは、横から入りましたら福祉課の窓口があ

りまして、隣に小さな小部屋があると思うんですけれども、もう本当に担当者が察して、そち

らに移動して、そこで生理用品をお渡しするなりでしたら、その後ろに抱えている問題も少し

は聞けて、その支援に、また幅広い支援にもつながったのではないかと思いますが、その辺は

どうお考えでしょうか。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） このたびの生理用品の配布につきましては、聞き取りをせずに意思表示

カードを職員に出したら、その場でお渡しをするという方法をとりました。よって、その背景

にあるいろんな課題をお聞きをするという機会は持てなかったのが現状でございます。今後、

こういったことを行うに当たって、今度は個別的に相談ができるようなつなぎ方ができればい
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いかなというふうに考えております。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） この福祉課の窓口というのは、生理用品、生理の貧困の支援だけではなく、

様々な支援の方が窓口には来られると思います。先ほど課長がおっしゃったように、今後は、

そういうところの配慮をしながら、次の支援につなげていけるようにされるということですの

で安心をいたしました。内閣府の男女参画局、これは令和３年の７月２０日時点の調査による

と、広島県では、１９の実施市町のうち、約６３％の公立小中学校で生理用品が配布をされて

いました。本町ではどのような対応をされたのか。また、今後の対応とともに考えをお聞きを

いたします。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 生理用品配布に係る議員ご指摘調査への取組としましては、本町で

は１０月に、先ほど、町で用意しました３２０パックから、先ほど町民課で配布しました９３

パックを差し引いた２２７パックを町内公立小中学校に配布しています。これまでも本町では

児童生徒が学校生活を送る上で、生理用品が不足した場合には、学校で購入したものを支給し

ています。児童生徒には、養護教諭や担任に遠慮することなく相談するよう伝えるとともに、

保健室には一定数を備え、児童生徒の学校生活に支障がないように取り組んでいるところです。

また、学校には、このたびの本町生理用品配布の取組の趣旨を指示伝達もしております。今後

とも学校と連携し、生理用品を用意することが難しいと思われる児童生徒などにつきましては、

丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 先ほど課長のほうからご答弁いただきました。これ６月の一般質問の際にも

そのようなご答弁をいただいたと思います。学校現場の保健室で、これまでも対応をされ、ま

た、今後の対応もしっかり検討されるということです。先日、新聞を読んでいましたら、さい

たま市では、この７月から小中学校の女子トイレの個室に生理用品、ナプキンを配備が進んで

いるという記事がございました。また、行田市に関しましても、この７月から全小中学校２４

校の女子トイレに生理用品が配布とありました。最近、新聞よく目にするんですけれども、宮

崎県のえびの市では、この９月から学校予算のうち消耗品費を使い、女子トイレに生理用品を

常備されています。独自の支援策に取り組んでいることが紹介をされておりました。また、こ

の広島県におきましても、生理用品の配備というのは府中町が早かったと思います。この府中

町が６月１４日から現在も公立小中学校の先ほど課長おっしゃいました保健室には随時配備を

されておられ、また、今後、各女子トイレに配布を検討しているということをお聞きをいたし

ました。もう１つ申しましたら、隣の山口県の下松市なんですけれども、ここも中学校の校長

先生が、中学校の教師というのは男性教師が多いということで、安心の学校生活につながる市

の教育委員会の主幹は、学校側の理解と、また協力で、この２学期冒頭の９月から全小中学校

のトイレにナプキンを配布したという記事がございました。今後、この北広島町の小中学校、

今、保健室には、随時取りにこられてもお渡しはできる体制は組んでいただいているんですが、

小中学校のトイレにこの生理用のナプキンを設置することはお考えでしょうか、お聞きをいた

します。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 各学校における児童生徒の声であったり、現場教職員の声であった
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り、保護者の声であったり、そういったものを聞かせていただきながら検討させていただきた

いと思います。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 児童生徒、保護者の声がありましたら、ご検討されるということですので、

これ声が上がりましたら、本当に不安がなく学校生活が送れるようにご検討お願いしたいと思

います。最後の質問になります。長引くコロナ禍において、生理の貧困、困窮者に対し、配布

方法やまた相談体制の強化と見直し、継続して寄り添う支援が必要ではないかと考えます。町

の考えをお聞かせください。

○議長（湊俊文） 町民課長。

○町民課長（大畑紹子） 生理の貧困については、議員もおっしゃったとおり、広島県内でも１９

市町が支援に取り組んでおります。その多くは、意思表示された方に何も聞かず、無料配布を

行っていますが、中には相談を受けて配布する市町もあります。意思表示だけで配布していた

市町も今後は支援につなげるために相談を受ける方向で考えるところもあるようです。本町は、

９月までの支援として無料配布を行いました。次の段階として、配布状況などを踏まえて、今

後は関係課と連携して支援のため相談窓口を設置することを検討してまいります。以上です。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 今後は、支援のために相談窓口をして連携をされていくということですが、

この生理の貧困のナプキンの無償配布の考えをお聞かせください。

○議長（湊俊文） 町民課長。

○町民課長（大畑紹子） 今後の無償配布についてのことですけども、今から相談窓口を設置して、

それから、その方の背景にあります問題であるとかを聞き取りする状況の中で、無料配布につ

いては考えていこうと思っております。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） そうですね。３か月では余りにも短いと思いますので、これ継続してしてい

ただく中で、また、その背後のご相談の支援の拡大にもつながると思いますので、しっかりと

ご検討をお願いしたいと思います。続きまして、フードバンクと連携した子ども食堂の開設を

求め、ご質問をいたします。新型コロナウイルス感染症の影響で、生活困窮世帯が増加傾向に

ある中、年収２００万円未満の家庭が６割を超え、貯蓄額が１０万円未満の家庭も半数を超え

ており、生活が極めて不安定な状況におかれている現状がございます。２０２１年度も収入が

減少しそうという家庭が７割となり、困難な状況の継続や深刻化が予測され、子育ての環境や

健康等に大きな課題を抱えている。これはＮＰＯ法人キッズドアが全国２４００世帯にアンケ

ートをされた結果でございます。このような状況にある家庭の子供は満足な食事がとれている

のでしょうか。近年、全国各地で急速に広がっている子ども食堂、子ども食堂とは、経済的な

事情や親の体調などにより家庭で十分な食事をとることができない子供たちに無料、もしくは

安価で食事や居場所の提供をしていくという活動です。成長期の子供が必要な栄養を取ること

ともに、食事を囲む楽しさ、また安心して食べて語ることのできる居場所づくりが子ども食堂

の目的でもあります。先進地では、名前こそは子ども食堂としてスタートしたが、来られる人

の中には、独り暮らしのご高齢者や仕事と家事、子育てで疲れてしまった親御さんと世代を超

えたつながりづくりなど、多面的な役割もあり、生活困窮者の人だけではなく、温かい居場所

づくりとして、行政と地域と、また他の団体が一緒になって支援が必要な子供たち等を支えて
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いけるフードバンクと連携した子ども食堂の開設を北広島町でできないか。町の考えをお伺い

する前に、本年夏、公明党広島県女性局主催の、つながり、支え合う社会へ、と題し、講演会

が開催されました。弁士にＮＰＯ法人食べて語ろう会、ばっちゃんの愛称で知られている理事

長の中本忠子さんの活動をお聞きし、感動いたしました。子供たちの居場所づくり、子ども食

堂基町の家の活動、生きづらさを抱えている子供たちに寄り添い、おなかいっぱいご飯を食べ

させれば、子供たちというのは悪いことはしないんだ。そう話されていたのがとても印象的で

した。どこの地域にも目に見えない心の叫びを発している子供たちらに何ができるのか。おな

かいっぱいになり、心も潤う、そんな温かな場所が北広島町にもできないだろうか。そう考え

るようになり、これまで地域の方や知人と様々語り合い、本日の質問となりました。先ほど、

基町の家のご紹介をさせていただきましたが、広島県では２０１８年、生活困難状態の子供の

支援策を探るため、初めて子供の生活に関する実態調査を小学５年生と中学２年生を対象に行

われました。その結果、４人に１人が生活困難層と判明をしております。最初の質問ですが、

支援を必要とする子供たちの居場所を設け、温かく応援していく子ども食堂の必要性について、

担当課の考えをお聞きいたします。

○議長（湊俊文） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村豊） 子ども食堂の必要性ということでございます。先ほど議員、４人に１

人というふうに言われておられましたが、日本全体では、約７人に１人の子供が貧困な状態に

あるというふうに言われております。北広島町でも食事のとれていない子供たちはいます。子

ども食堂だけに限らず、食事のとれていない子供たち、こちらへの支援は必要であるというふ

うに考えています。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 先ほど課長、全国では７人に１人とおっしゃいましたが、これ広島県の２０

１８年の調査によりますと、広島県全体では４人に１人がそういう生活困難層と判明をしてい

るというアンケートがございました。先ほどのご答弁ですが、そういう食事がとれない、そう

いう支援というのは必要と考えますというご答弁だったと思います。この国の機関は、子ども

食堂、農林水産省、また内閣府の子供の貧困対策課、文部科学省の初等中等教育局で健康教育

食育課、そして厚生労働省の中のこども家庭局、家庭福祉課等の複数のそういう関係部署が関

わって、この食育の推進ということで推進をされていらっしゃいます。この本町で言いますと、

学校教育課と福祉課がそこの該当に当たると思うんですが、考えもお聞かせいただければと思

います。

○議長（湊俊文） 福祉課長。

○福祉課長（芥川智成） 先ほど生涯学習課長が申し上げましたとおり、子ども食堂に限らず、食

事のとれない子供たちへの支援は必要であるというふうに考えております。

○議長（湊俊文） 学校教育課長。

○学校教育課長（植田伸二） 生涯学習課長、福祉課長が申したとおり、必要であると考えており

ます。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 生涯学習課長、また福祉課長、学校教育課長も同じご答弁ということで、子

供たち、食事のとれない人の支援はしっかりしていきたいとのことでございました。この子ど

も食堂というのは、本当に今全国でいろんなところで、名前は子ども食堂ではないにしても、
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本当に地域のご飯が食べれない人、それが子供だけではなく、ご高齢者であったり、そういう

集って食べて、食べれる居場所づくりというのが、今全国でいろんなところで開設をされてお

ります。この子ども食堂の必要性というのは、私もいろんなところでお話を聞く中で、本当に

必要だなということを感じております。今現在、北広島町に子ども食堂という形ではあるので

しょうか。お伺いをいたします。

○議長（湊俊文） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村豊） 公的な機関としてはないと思っております。ただし、個人でそういっ

た活動をされているということはお聞きしております。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 今後、この北広島町にもそういった子どもの居場所、子ども食堂というのは

大事になってくるのではないかと思います。もし、この北広島町で子ども食堂を開設すると想

定をしましたら、どのような利点と、また課題があるとお考えでしょうか。お伺いいたします。

○議長（湊俊文） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村豊） 食事がとれていない子供たちは、主に朝ご飯がとれていない状況にあ

ります。朝食は、一日の活力源として体のリズムを整えたり、集中力を高め、学力の向上にも

つながる効果が期待できると考えられています。子ども食堂などを開設し、食事のとれていな

い子供たちが朝ご飯を食べることができれば、全ての子供たちの健康的な生活リズム、そして

食習慣をつくることができます。一方で、北広島町は非常に広範囲であるということがありま

す。そのために子ども食堂を開設する場所、それから開設の箇所数、また宅配なども考えてい

かなければいけないと思います。そのほかにも食料の調達、そして運営をどのようにしていく

かというような課題がございます。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 利点と課題も明確にお答えをいただきました。確かに北広島町というのは、

とても４町合併して広範囲なところではございます。この後、食料の調達のこともおっしゃっ

たので、これフードバンクと連携してということで、また、この後もご質問をさせていただき

たいと思います。本町には、この秋から新庄地域に１か所、子ども食堂というか、名前は子ど

も食堂ではないんですけれども、子供からまた高齢者まで安価で食べることができる、集いの

場というのができました。ここに来たら、もう一人ではない、そう感じてもらえる居場所づく

りの場として開設をされました。開設をされて、昨日もお伺いしたんですけれども、３か月が

たちました。この３か月運営しながら、どういう形で支援の必要な人を支えていけるのか、常

に課題と向き合いながら、今日まで頑張ってきたのよっておっしゃって、もう子供や、また学

生にはおなかいっぱい食べてもらえる、そういう場所にしたい。また、ご高齢者も、一人で孤

独にならないように、ここに来たら潤って帰れる、そういう場所にしていきたいと、今後はこ

ういう場所の必要性を本当に感じるんだと、そのようにおっしゃっていました。この子ども食

堂の必要性、また、先ほど利点も問題点もお聞きをしたんですけれども、今後、この家でもな

く、また学校でもなく、安心して集える第三の場所とも言える子ども食堂の開設はできないで

しょうか。どのようにお考えでしょうか。考えをお聞かせください。

○議長（湊俊文） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村豊） 第三の居場所づくりということでございますが、これまでも広島県の

朝ごはん推進モデル事業、こういったことを含めて検討しております。北広島町が先ほども言
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いましたように、広範囲であること、それから特定の場所に第三の居場所及びもしくは子ども

食堂開設しても子供たちがそこまで行く交通手段がないこと、施設を利用する人数がそれによ

って少数に限られるために、食事のとれない子供たちの全てを支援することがなかなかできな

いという状況があります。また、継続して施設を運営していくためには複数のスタッフが必要

でありまして、ボランティアを含めまして、運営体制の整備が必要となってきます。こうした

ことから、第三の居場所、また子ども食堂を設置することが現状ではできていない状況にあり

ます。今後北広島町の実情、こちらを考慮した環境づくりが必要であるというふうに考えてい

ます。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 全ては、コロナ禍で開いていくのは難しいということです。それは北広島町

に限らず、どこもだと思います。まず、１か所からやり始めて、そこから徐々に徐々に広がっ

ていくものだと考えております。今後必要性に応じてというご答弁をいただきましたので、次

に子ども食堂との関連も深いことからフードバンクについてのご質問をいたします。このフー

ドバンクというのは、生産や流通、消費を行う過程において発生する未利用食品、食品企業や

生産者である農家から寄附をしてもらい、必要としている人や施設へ提供する取組です。この

ような活動を行うことで、生産段階で出た余り物や未利用食品の有効活用をすることができる

ことから、食品ロスの削減にもつながり、環境問題と福祉の２つの目的もございます。近年、

子ども食堂の増加により、フードバンクと連携し、子ども食堂に食材を提供する仕組みをつく

っている自治体も多く紹介されています。今後、包括的支援事業の中でフードバンクの役割は

とても重要になると考えます。それでは初めに、食品ロス削減と支援を必要とする人に手が届

くフードバンク事業の役割についての考えをお伺いいたします。

○議長（湊俊文） 農林課長。

○農林課長（宮地弥樹） フードバンク全般のことにつきまして、農林課からお答えいたします。

フードバンクは、まだ安全に食べられるのに包装でありますとか賞味期限、在庫等の理由で破

棄される食品を必要としている方々に提供するものでございます。活動される団体につきまし

ては、食品ロスの削減でありますとか、貧困問題だけでなく、食品を提供した方々の自立にも

取り組まれておられる状況でございます。農林水産省におきましても、食品ロス削減総合対策

事業を予算化されている状況でございまして、民間団体等から要望があれば対応していきたい

と考えておりますし、農林課だけでなく、各課の連携が必要な場合につきましては、また内部

でも調整しながら、そういった対応についても検討していければというふうに思っております。

以上です。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 先ほど農林課長のほうから、このフードバンクの品物というのは、賞味期限

が近くて、破棄される前の物とおっしゃったと思うんですが、実は私、安佐北区でフードバン

クを開設されていらっしゃる、もう何十年も開設をされていらっしゃる代表の方と先日施設の

中でお会いをし、お話を聞かせていただきました。そこには、コストコ、大手スーパーイズミ、

フジ、そういうところから、もう箱で支援の物が送ってきておりました。当初、そのフードバ

ンクをまだ全国的にフードバンクの名前が知られていなかったときは、ＮＰＯ法人を立ち上げ

てされたそうなんですが、今は社会福祉法人として、社会福祉のほうから職員３名、週に数日

来ていただいて、本当にたくさん届く、箱で届く物品を先ほど衛生面もおっしゃったと思うん
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ですが、一つずつ箱から出して、賞味期限のチェックをされるんだというお話をお聞きをいた

しました。私も見させていただいたんですが、賞味期限が、カップラーメンなんかでも来年の

５月とか、飲むヨーグルトも来年の４月とか、もう私の認識も先ほどの課長と一緒で、賞味期

限が切れる前のものだと思ってましたので、もう全くそうじゃありませんでした。そのフード

バンクの代表の方がおっしゃってまして、現在ボランティア５０名の方で届く品物を全て必要

な、今広島県の中で５０施設ぐらい、放課後等デイサービスであったりとか子ども食堂であっ

たりとか、要望があるところに全部箱に入れて、何日に取りにくると貼って、仕分がしてある

んですけれども、この山県郡関係が今フードバンクがないということをお話しましたら、要望

があれば、持っていくことは人が少ないのでできないんだけれども、取りにきてもらうんであ

れば、お応えをしたいと思うって、このようにおっしゃっておりました。このフードバンク事

業というのは、本当に自治体が主体で行うのと、先ほどのようにＮＰＯ法人であったりとか、

社会福祉が主体で行う２つに分かれると思うんですが、仮に北広島町で、このフードバンク事

業始めるとしたら、どちらになるとお考えでしょうか。

○議長（湊俊文） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（西村豊） 仮に開設するということで、子ども食堂で開設したらということでお

答えをさせていただきます。もしフードバンクが開設された場合でございますけど、子ども食

堂を運営すること、これで子ども食堂を運営することは、食品ロスの削減を含めて非常に有効

であるというふうに考えます。この事業を展開するに当たりまして、その事業の体制がどのよ

うになるか、そういったところを見ながら、北広島町の実態に応じて、双方が連携して進めて

いくことが必要であるというふうに考えています。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 実態に応じて連携をして、今後されるとしたら、考えられるというご答弁で

ございました。この令和３年８月時点で、全国１５１団体がこのフードバンクの活動をされて

います。そのうち５２％がＮＰＯ法人であったりとか、また、民間団体が主体となって行政と

関係部署が連携を取っていく形で、このフードバンクの活動がされています。本年６月、この

北広島町と生協ひろしまが高齢者の見守りであったり、また子育て支援など地域貢献の一環と

して包括連携の協定を結ばれました。先日、生協ひろしまの横山理事長とも中山間地域の様々

な支援の在り方についてお話をさせていただく機会がございました。町長は、生活支援を含め、

まちづくりに役立てたいと述べていらっしゃいましたが、町長が考えるこのフードバンクと、

また子ども食堂の必要性、包括連携協定の中で、フードバンクと連携した子ども食堂の開設は

北広島町にできないものでしょうか、最後にお伺いをいたします。

○議長（湊俊文） 町長。

○町長（箕野博司） 北広島町と生協ひろしまと、今言われたように包括連携協定を締結して、幅

広い取組をしていきましょうということで、まずは、食品等の配達等のところを中心に進めて

いるところでありますけども、今後いろいろ拡大できるんじゃないかというふうには思ってお

ります。フードバンクと子ども食堂等を生協ひろしまさんがある程度主体になってやっていた

だけるということであれば、非常に歓迎するところでありますし、そうはいっても、具体のと

ころを協議して、どういう課題があるか、どういうふうに考えているかというような調整もし

ていく必要があるというふうに思っています。早いうちにその辺を協議をさせていただいたら

というふうに思っております。食事のとれない子どもたちの支援の部分で言いますと、子ども
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食堂的な部分は、先ほども担当のほうから申し上げましたが、広い地域をカバーすることとい

うのはなかなか難しい状況があるという実態もありますので、昨日、農業新聞のほうに、宅食

というような形で出ておりましたけども、食材等を配達したり、いろんなケースがあるんだろ

うと思いますけども、そういうものと並行してやれば、ある程度カバーできる可能性はあるん

じゃないかなというふうに考えております。ただ、行政だけでこれできるものじゃないという

ふうに思ってますので、そういったＮＰＯ法人なり民間団体と一緒になって、そういうことが

実現できればいいなというふうには考えております。まずは、生協ひろしまさんの考えておら

れるところを聞かせてもらって、どういうことが実現できるかというのを模索していきたいな

というふうに思っております。

○議長（湊俊文） 敷本議員。

○３番（敷本弘美） 町長のお考えをお伺いをいたしました。具体的な協議、また調整は、今後ま

た包括支援の協定を結んだ生協さんとお話をして、具体的に進めていけるものからということ

でございましたので、本当に必要であるとの認識をいたしました。今後、このフードバンクと

また連携をした子ども食堂、北広島らしい形で開設ができることを願いまして、私の質問を閉

じます。

○議長（湊俊文） これで敷本議員の質問を終わります。お諮りします。本日の会議は、この程度

にとどめ、明日１７日に延会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。（異議なしの

声あり）

○議長（湊俊文） ご異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会といたします。なお、明日

の会議は午前１０時から、本日に引き続き一般質問を行います。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

午後 ３時 ３６分 延 会

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～


